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アメリカ消費者団体の組織と選好

　　　　　一
ﾍじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　義的な選好とはしていないのである。

1．非営利組織（NPO）としての消蔓者団体　　　　　従来の政治学による消費者団体の研究は，、消費

2．全米消費者連盟（NCL）の組織と選好　　　　　者団体が，．価格と品質の両立，っまりバリューも

3．消費者同盟（CU）の組織と選好　　　　　　　　フォー・ラネー（VFM）という消費者利益の追

4．・パブリック・シティズン（PC）の紐織と選　　　求を第一義的な選好とし，そのために影響力を行

好　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使していることを前提として議論を進めてきた。

5．アメリカ消費者連合（CFA）の組織と選好　　　その理由は，それらの研究が，多面的な消費者，

おわりに　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費者利益あるいは消費者団体を，基本的に一

面的なものと見なしてきたからである。．しかし実

凸　　　　1　　　　　　　際のそれらは，そのように単純なものではなく，

はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家・市民社会・市場の関係の中で理解されるべ

き複雑な存在である♂

凝集性が低く分散する消費者利益は，凝集性が　　　すなわち本来，消費者は市場においてVFMと

暫高く集中する生産者利益に比べて，一般に公共政　　　いう経済的利益を追求する経済主体であり，消費

策に反映されにくい。換言ずれば，政策過程にお　　者利益は経済的利益である。ただし消費者は，ご

いて，前者がサイレント、マジョリティーになっ　　の経済的利益を実現するための制度を要求して，

ているのに対して，後者はボーカル・マイノリティー　　市民社会において行動すれば社会主体となるし，

になっている。　　　　　　　　　　　　　　　　国家に対して行動すれば政治主体となる。ところ

政治学において，』この消費者利益と生産者利益　　　が，消費者が，本来のVFMという経済的利益で

の問の不均衡な影響力関係は，集合行為のジレン　　　はなぐ，環境や人権といった社会的利益，あるい

マないしフヴーライダーの問題の典型として考え　　は平和やシステム維持といった政治的利益を追求

られてきた。また消費者団体は，この問題ゆえに　　する場合もある。そしてそめような場合，消費者

生じる政治的資源の不足ゆえに，公共政策に対す　　　は，それらを実現するための制度を要求する以前

る影響力が脆弱であると考えられてきた。　　　　　に，社会主体ないし政治主体となっている。この

こうした説明は，消費者団体が公共利益団体の　　　ように考えると，経済的利益を追求する消費者に

一類型であることを考えれば，もちろん誤ってば　　とって，消費は目的である。それに対して，社会

いない。しかし消費者利益が公共政策に反映され　　　的利益ないし政治的利益を追求する消費者にとっ

にくいことを，消費者団体との関係で，ただその　　て，消費は手段である。っまり消費者は，消費と

影響力の脆弱性のみを理由に説明することは，’必　　　いう行為をする主体ではあるが，それを目的とす

ずしも十分であるとは言えない。なぜなら消費者　　　るか手段とするかによづで異なった側面を持っ

団体の中には，公共政策に対する影響力が脆弱で　　　存在なのである。

ある以前に，そもそも消費者利益のために影響力　　　そこで筆者は，別稿で述べてきたように，経済

を行使していないものもあるからである。っまり　　的利益を追求し，その経済的目的のために各種の

それらの消費者団体は，消費者利益の追求を第一　　　経済的・社会的・政治的手段を用いる消費者を，‘
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顧客消費者と呼んでいる。それに対して社会的利　　　もちろん，顧客消費者と市民消費者の双方を支持

益ないし政治的利益を追求し，それらの社会的目　　者とするため，いずれか一方の消費者団体に分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

的ないし政治的目的のために消費という経済的手　　　できないものもある。またさらには，顧客消費者

段を用いる消費者を，市民消費者と呼んでいる。　　　団体から市民消費者団体へと変化してきたものも

そしてこの市民消費者が，顧客消費者，および環　　　あれば，逆に市民消費者団体から顧客消費者団体

境や平和を指向するいわゆる市民の間に位置する　　へと変化してきたものもある。そしてこのような

と考えている。　　　　　　　　　　　　　　　　場合，消費者団体の執行部，および顧客消費者ど

またこの消費者の分類に合わせて，顧客消費者　　　市民消費者という2っの支持者の間で，微妙な組

を会員，寄付者，遺贈者，助成者などを支持者と　　　織内相互作用が展開されるわけであるq：、．

する消費者団体を，顧客消費者団体と呼んでいる。　　　このような消費者団体の多様性は，．日本を含む

また同様に，市民消費者を支持者とする消費者団　　　各国において，普遍的な現象として見ることがで

体を，市民消費者団体と呼んでいる。そしてこの　　　きる。しかし顧客消費者団体と市民消費者団体の

市民消費者団体が，顧客消費者団体，および環境　　　いずれが優勢であるかは，7国によって異なつてい

団体や平和団体などのいわゆる市民団体の間に位　　　る。大まかに言えば，先進諸国の中で，ア￥グ旦

置すると考えている。∴＿　　　　　　　　　　　　サクソン諸国では前者が優勢となっており，それ

．このように考えれば，消費者団体は，環境団体　　以外の国では両者が拮抗していると言えよう。と

や平和団体など，あるいはそれらを含む市民団体　　　くにアメリカは，顧客消費者団体がもっとも成功

とともに，公共利益団体の一類型である。と同時　　　している国である。したがってアメリカが，世界

にそれは，追求する利益の相違，あるいは目的の　　　でもっとも消費者運動が盛んであり，消費者団体

相違に基づいて，本来的な消費者団体として位置　　　が消費者利益を公共政策に反映している国とされ

付けられる顧客消費者団体，および派生的な消費　　　る理由は，消費者団体の影響力が強力であるか否

者団体として位置付けられる市民消費者団体に分　　　か以前に，・それらの中で顧客消費者団体が優勢と

類されるわけである。　　　　　　　　　　　　　　なうていることにあると考えられる。　　　　一

ヒのような分類に基づけば，政策過程において，　　　そこで本稿の目的は，アメリカの消費者運動に

顧客消費者団体は，VFMという消費者利益の追　　　おける多様iな消費者団体を非営利組織（NPO）

求を第一義的な選好とし，そのために影響力を行　　　という観点から概観するとともに，それらの中で

使している。それに対して市民消費者団体は，む　　　もとくに主要な4っの消費者団体，すなわち全米

しろ環境団体や市民団体などと目的を共有しなが　　消費者連盟（Na廿。謝Coロs㎜ers厩即el　NCL），

ら，消費者利益以外の利益の追求を第一義的な選　　　消費者同盟（Cons㎜ers　Uhionl　CU），パブ腿ッ

好とし，そのために影響力を行使している。した　　ク・シティズン（Public　Ci廿zen：PC），アメリカ

がって，消費者利益が公共政策に反映されにくい　　　消費者連合（Co皿sumer　Federぬoh　of　Am6dca：

理由としては，たしかに前者の影響力が脆弱であ　　　CFA）の組織と選好を，顧客消費者団体と市民消

ることも考えられるが，様々な消費者団体の中で　　費者団体の分類を中心に検討することである。Z

前者よりも後者が優勢になってしまっているこ．と　　　またその際には，これらの4っの消費者団体が内

も考えられる。そ．してそのような場合，一一消費者利　　　国歳入庁（lhternal　Revenue　Servic¢：IRS）に提

益は，二重の意味で公共政策に反映されにくくなつ　　　出しだ「様式990（Fom1、990）」，およびCIS　Index

てしまっているのである。　　　　　　　　　　　に掲載されたこれらの団体の連邦議会の公聴会で

いずれにせよ，多様な消費者団体の中には，顧　　　の証言データを利用する。、、

客消費者団体として分類できるものもあれば，市

民消費者団体として分類できるものもある。ま、た
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1．非営利組織（NPO）としての消費者団体　　　　　における発展にっいては，国民や企業に経済的合

理性に基づく誘因を与える市艮社会の制度，っま

アメリカの消費者運動は，きわめて多様な運動　　　り社会制度となっているからである。実際，アメ

体であり，「消費者の幸福を意識的に推進しよう　　　リカにおいて，消費者団体の含む各種の公共利益

とする広く緩やかに統合された一群の個人と民間　　　団体が存続しえている最大の理由は，これらの団
非営利組織より構成される」。3すなわち他国の消　　　体に法人格と税制上の優遇措置という便益を与え　　　　　　　　　　　　　　一

費者運動と比較した場合，アメリカのそれの顕著　　　る，独自のNPO制度であると言える。5

な特徴は，起業家的なリーダーシップを発揮する　　　　ところでアメリカにおいて，消費者団体を含む

個人，および政府や営利企業と並ぶ主体である非　　　各種団体がNPOとして活動するには，大別して

営利組織（NPO）という，同国の政治的，経済　　　2っの手続きを踏まなければならない。すなわち

的，社会的な制度を背景とした2っの存在にある。　　それらの団体は，第一に，法人格を取得するため

　　　　　　　　　　　　一ｱのうち「個人」にっいては，経営感覚や市民　　　に，州政府を相手とした手続きとして，法人担当

的熱意に富んだ指導者が多数おり，消費者団体に　　　部局に基本定款を提出じ，その牽認を得なければ

驚続てもそのリニダニシップが大きな意味を持っ　　ならない。ただし設立の手続きは，準則主義に基

メリカの消費者団体のすべてが，連邦レベルであ　　第二に，税制上の優遇措置を取得するために，連

れ地方レベルであれ，政府によって設立された団　　邦政府を相手とした手続きとして，内国歳入庁

干一一＿
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　一　　　　　　　　　“　　　　　　　　㍉　一

体で信なく，民間の自肇的なイニシアティブによっ　　　（IRS）に書類を提出し，そρ承認を受1オなけれ

て形成された社会集団である。そしてその主要な．．　ばならない。そしてIRSから連邦税の優遇措置
一　　　　　　　　r

ものの大部分が∫法人制度の点から言えば，非営一…　を認め・られると，』一ほぼ自動的に，州税の優遇措置　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　，

?@人，つまりNPOとなつている。冒　　　　一』一を認められることになる。7－　一一’　…
一　　一　　　　「　▼　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　一¶　七　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　1

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こあをっの手続¢∫うちよげ董要なbぽ削営利法
r　’、一一　　1一　’　¶←7　一　冒冒　　　　　「　岬　　　　　　　L　－　　　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　一一　　一　一　幽　　　　　　　　一　　n　　　　　　－　¶　　一　　一　　一一巨暫　r　　一　r　　1　辱　L　－，

、一ω．アメリカのNPO制度　　　　　　　　　　　人と非営利法人に共通する法人格の設立ではなく

在であり，，アメリカφ歴史的な伝統に大きく規定　　　である。またこの税制上の優遇措置を取得した法

されている。すなわちそれほ，アメリ涛で独自の　　，人ぽ大別しで，団体た対す畜非課税のみを認あ
’　一　　　　一　　1　　　　　　　　　　了一　　　　　　　　　　　　　”　　　剛一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r’　　　　r　’　瀞　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　＿一一　一一＿骨　　　　　　　　　　　　　　日　　π＿＿　＿．　丁＿　　＿＿　　　　　一　＿　r　＿＿

発展を遂げた資本主義とデモクラシーの産物であ一、一、∵られ．た組織．および団体1こ対する非課税と寄付者

り・一自発的かっ慈善的な時間と金銭の寄付によつ∫　…などに対する控除の双方を認められた組織に区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1「7

て，市場の失敗と政府の不作為が生み出した隙間　　　できる。そして後者の組織一すなわち宗教慈善

を埋あるためめものである。そしてこの自発性ど　　教育，r科学などを目的乏する公益組織を，彬国歳
一　　h　　　聖　巳　　　一7　　　　　　h’　一　　　　　　　．　　一　　　　　　　一〒甲　　「　　　一　　　　　蝋　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　占　　　一　　　　　「　1一　　一＿　n占　　r　＿　　＿　　＿　　1－　一＿　　　r

慈善聾1さL隣人同士が相互扶助のために結合しな　　　入法（lnternal　Re鵬nu②Cpdg：IRC）』の501（c）（3＞

ければ生存すら困難であった植民地時代の伝統　　　　に規定されているため，501（cX3｝組織と呼んでい

そしてさらには広く宗教的な伝統に根差してい　　る。アメリカのNPOの収入は，・事業や会費だげ

る♂A・トグヴィルてAI6濫d6　Tocqu唄1¢）が　　　でなくド個人からの寄付金や遺贈金あるいは助
＿　　＿　＿　＿　一一＿。一．　　　　　　　　　．一　　　一一」＿1．、＿　＿　　』　7　＿7

P9笹紀前半に観察し拒のも，まさにこうしたアメ　　成財画拳ぢあ助成金i三天きミ依存しそいる冠“そあ
¶　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　晶　　・　　　　　　’　　一岬胃一　　　　　　　　　一　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　ゼ　　「　　　　　　　　　ゼ　　　　　1　　　　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

リカの伝統に根差した結社め姿であった。5　　　　ため各種団体は，NPOとして活動するためには，

｝　し塑しごうした歴史的な伝統を過大視すると，一∵一・実質的にこの組織とならなければならない。した

lI　　　　　　」

文化還元論的な発想に陥り，人間が持つ普遍的な‘　｝がってアメリカにおいて｝磁密な意味でのNPO

経済的否理性を軽視しでしまう危険性がある。ア　　「の概念ば，どめ50f（c）③親織を意味しでい腎るわけ、
甲1－「門　’　　此L　冒　一　凹　　　「、　　1■　一　　一一七㌧一「酌　　　　F、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　「　　　’」」　　一　一　　　　　」一　　　　　　　　　　　　　一　舳　’　物　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　山　　、　　　　　　A斤〒　　　　　　　　　　　　」　一　　一　　ヒ　　白　」　F－　　　　　　　　、　　閣　　’　　　　卜　｝

メ，り麦のNPP制度も，その起源‘さともかく現代二　　である。　　　＿、　　　．
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@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

なお，このNPOと寄付等に対する控除の関係　　　によろ・て．はNPOの解散を招くこと’となる。，、’そ．の

にっいて付言すると，アメリカにおいては，寄付　　意味で，社会制度としての擬似市場における非営

金，逝贈金，助成金などにより，いわば寄付市場　　　利法人の設立と解散，っまり市場原理に基づく

とでも呼ぶべきものが存在しているbそのため　　NPOの登場と退場は，アメリカの多元主義的な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

NPOは，国家から補助金として，あるいは市場　　　利益団体政治のダイナミズムを示す格好の指標と

から事業を通じて資金を調達するだけでなく，市　　　なっているのである。　　　、。

民社会のこの擬似市場からも資金を調達する。し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

かしその反面，NPOは，資金の提供者に対して　　　1②　消費者団体の多様性，

自己の有意性をアピールし，相互に競争しなけれ　　　以上のNPO制度を背景として理解した上で，

ばならない。またこの擬似市場での敗北は，場合　　　アメリカの全国レベルの主要な消費者団体を列挙

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

表一1　アメリカの主要な全国レベルの消費者団体

一　　　　　　　　　　組織名 設立年 組織類型 　　　　．?ｮ分野 収入’ 　Fx出 分類
A・ti。皿・nSm。k加ga尋dH。a1出’・　　　1

1967年 501（o）（3）
喫煙1　　’ ＄1，143，273 串llO34，226 専門団体

AARP，　　　　　　　　　　1．　　　　　　　「．

1958年 501（。X4） 高齢者、 寧769，624・090 串689，405、000L一 総合団体
AARP　Foundation　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

1961年 501（c）㈲ ，高齢者 串89，694，398 串81，828，345 総合団体

Amerio且h　Couhc皿on　Con日umεr　lntεre就臼　’
1953年 501（cX3） 学術　　一 　　　一垂Q05，275 ＄204，543 総合団体

1978年 5d1ω⑧ ’医薬品 ＄1，917；282 串1β44，044 専門団体
Ca耳forA¢t邑on　　　　㌧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・　　　　　　　1．

1963年 501ω（3） 一般’ 一　年271，835 ＄256，447 絶合団体
Ceロte：forAuto　SaEεty　　　　　　　　　　　　畠　　　　　　1

1970年 501（。）㈲ 自動輩 ＄553，011 ・　＄588，086 専門団体
Cen艶r　f。・C・mm彗nity　Ch・ngε

1968年 501（¢）（帥 貧困 皐121656，465 ＄11．265ρ57 絶合団体
Centεr　for　Soi¢noε』t』g　Publio　Intere5t

1971年 501（cX3） 医薬品 串15，740，009 串16，300，625 専門団体

Center　for　Study　ofRε5pon8iΨe　Law　　一
1968年 501（c）㈲ 法律 串699，251 箏1，447，256 　　　一R合団体

Clenter　forthe　Study　o£・Se1rvi藍e8’　　　　　　　　　　　　　　　　　　叩
1974年 501（。X3） サービス 零6，164，590 ＄6，β92，132 総合団体

qommu皿ity　Nutrilign　I耳就itute　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　一

1970年 501（c）（3） 栄i蜂 ＄369β壁2 ’　㌃＄3工上，o耳 専門団体
Con5um¢rA1εrt　　　　　　」　1　　　　　　　　　一

：977年 501（¢X3）、 7r般　　ら ＄217，089　　　一幽一 ，＄エ94ρ88 紛合団体

Coh5um¢r　Eno魯gy　Counoil　o〔Americ凪　　　　　　　’

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
1973年 501（CX3） 　　　　一@　　　一ﾟネルギー．

1串710，4き2一

宰6321272 専門団体

Con8umer　Fgdemtion　ofA宣herida・：1 1967年 501（。）㈲ 一般 ＄1，139，044 ＄1，232，649 連合団体

Con飢m鱈r　Fεdera廿on　6fAmerio旦Found日tion 1972年 501（c）（3）
一般 串2，314，993 ＄2，196β79 速合団体

Coロ駐uロ1駐r8’Ro8eΩroh．・　　　　1　，
1928年 501（¢）③ 一般 ・＄76，215 ，　　串19β54 緯合団体・

ConSU皿εr8　Union 1936年 501（。）（3｝
一般 ＄164ρ45，421 ＄156，898，753 総合団体

Food　Re5巴aroh且nd　A己tion　C¢nter　　　　　　　　　　　　　　　　’　．

1970年
501（eX3）　1

食品 ＄2ρ59，106 専門団体
Funeral　Con8uまn¢1g　A皿」且noo’・・　’

1963年 501（o）（3） 葬祭 ＄100，122 ＄206，184 専門団体

Km　Kid8hDan菖er　　　』　：　　　　　I　　I． 1998年
50i（。）（3｝

子供用製品・ 、　＄101，368 ．　　串150，242 　暫1齧蜥c体冒
N日tional　A8日ooiation　of　Con8umer典8にhcy　AdminiBtmtor5　　　　　　　－　「r二　　　占　　　　　　　　　，‘　　1

197呂年 501｛c）（3｝ 湘費者行政 串203，798 串220，764 総合団体
Natipn昇LA甲o¢iεtion　of二Ra茸road　Pa日8eng¢rε　．　　　　　　　　　　　1

1967年 501（¢）③ 鉄道 ＄710，900 ＄609，200 ．専門団体

N且tion量1　Ci咋en3　Coalition　for　Nursing　HomoReform　　　　　　　　　　　　・　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

坤75年 501（。X3） 高齢者施設 皐1β30、580 ＄1，274，992　　　　一

専門団体
N臼tion乱1　Con5um¢r　Law　Cen七er

1968年
501（。）（3｝

法律 串4、435、425 ＄4，165，066 縁合団体
Nationa1　Con5um已r8　L・aguε i899年 501（cX3） 一般 串2、848、853 ＄1，921，366 専門団体
Natio皿al　T脳payerEIU11量on　　　　　　　　　　　　－．F

1969年 501（o）（4》・ 　　　　一．ﾅ金 皐1，993、530 一＄2，681，2gq 専門団休

N鼠tional　Taxpayor8・U皿io皿Foundation 1977年 501（oX3｝ 税金 皐1ρ31、513 串1，281，824 専門団体，

PubH¢Citizen　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　一　　、

1971年 501（c）（4） 一般　1
．，串3，591，218　　ヒ

串3，750，909 総合団体
Pub韮ロCitセen　Found且しion

1982年 501（。）（3） 　　　一齡ﾊ 　　　一垂X，778β52 ＄8・68与・173 総合団体
S』」O，P．’・SI蛎fe　Tab1ε50ur　Pri6rity　　　一

1993年 501（¢X3） 食品 ＄139，176 　　1h　＄166，627 専門団体
U．S．　Pubh。　lnter臼就Re8臼ar。h　Gmup　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

1984年 501（eX4） 一般・環境 　　L
|1 総合団体

U．S．Pubho　In㎏rε帥Re8earoh　Group　Edu己且hon　Fund．・　、 1984年 501（oX3） 一般・簾境’ 串5，582β96 ＄3，673，436 総合団体・
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してみると，表一1のようになる。アメリカの多　　　この分類において，自動車や鉄道など特定の製品

様な消費者団体のうち，どの団体を主要なものと　　　やサービスをめぐる消費者問題について活動する

して考えるかは・アメリカにおいても厄介な課題　　　専門団体，様々な製品やサービスをめぐる消費者

である。そこでこの表では，消費者団体を，消費　　　問題にっいて活動する総合団体，およびそれら各

者運動関係の複数の事典や団体録に掲載されたも　　　種の消費者団体の連絡組織ないし頂上組織として

のを中心に，ある程度まで広く捉えて列挙してあ　　　活動する連合団体に分類される。そしてそれらの

る♂したがってそこには，高齢者団体や学術団　　　消費者団体のうち，専門団体は，特定の製品やサー

体など，一般には消費者団体の範躊に入らないも　　　ビスのVFMのみに関心を持っ場合が多いため，

のも含まれている。またこの表では，それらの消　　　基本的に顧客消費者団体として活動している。そ

費者団体の名称に加えて，設立年，組織類型，活　　　れに対して総合団体と連合団体は，多様な消費者

動分野，収入，支出，分類を示してある。　　　　　　問題に関心を持っため，顧客消費者団体と市民消

この表一1からも分かるよヴに，アメリカの主　　　費者団体のいずれかのみならず，双方の性格を持

要な消費者団体の大部分は，501（c）（3）組織となっ　　っ消費者団体として活動している場合もある。

ている。したがってそれらの消費者団体は，団体　　　　このようにアメリカの主要な消費者団体は，表一

に対する非課税，および団体への寄付者などに対　　　1のように，いくつかの項目に基づいて列挙でき

する控除という，2っの税制上の優遇措置を認あ　　　る。そこで以下では，それらを，上記の分類に基

ら丸ている。それに対して，501（cX4）組織は，団　　　ついて，専門団体，総合団体，連合団体の順で概

体に対する非課税しか認められていない。しかし　　観したい。

その一方で，501（c）（3）組織が政治活動を制約され

ているのに対して，501（cX4）組織はあまり制約さ　　　｛3）専門団体

一れていない。そのため主要な公共利益団体の申に　　　　専門団体に分類できる消費者団体は，喫煙を専

は，政治活動の自申を確保するため団体それ自体　　　門とする喫煙と健康のための活動（Acdon．　on

を501（c）（4）組織として設立しながら，資金調達の　　　Smoking　and　Health），医薬品を専門とするアメ

、ため財団や基金を501（cX3）組織として設立し，両　　　リカ科学健康委員会（Ameri㎝1　Council　on

者で役割分担をさせているものあある。　　　　　　Science　and　Health）と公共利益科学センター

一また表一1のうち，収入と支出の財政データは，　　（Center　for　Science　in　the　Public　Ihterest），自

原則として各々の消費者団体が提出した2003年度　　動車を専門とする自動車安全センター（Ce皿ter

の「様式990」に基づいている。9消費者団体を含　　　fbr　Au加Safety），食品と栄養を専門とする地域

む各種団体は，501（c）（3）組織となるためには，・　　栄養研究所（Community　Nutridon　Insdtute），燃

「様式1023（Form　1023）」をIRSのオハイオ州シ　　料や電気を専門とするアメリカ消費者エネルギー

ンシナ、ティ事務所に郵送し，その審査を受けなけ　　委員会（Consumer　Energy　Council　of　America），

ればならない。また501（c）（3）組織を初めとする非　　　食品を専門とする食品研究行動センター（Food

課税組織は，連邦税の還付を受けるために，毎年，　　Research　and　Ac廿on　Center）とS．　T　O．　R（S．　T

「様式990」をIRSのユタ州オグデン事務所に郵　　　αP．・Safe　Tables、Our　Pdority），葬祭を専門と

送し，その活動の公益性を証明しなければならな　　する葬祭消費者同盟（Funeral　Consumers　A皿iance），

い。そのためこの2っの書類，とくに「様式990」　　．子供用製品を専門とするK［D（KD一照ds　in

は，それらの団体の機構，財政，事業などを知る　　　Danger），鉄道を専門とする全米鉄道旅客協会

上で基礎的な資料となっている。　　　　　　　　　（Na廿onal　Associa廿on．of　RaHroad　Passengers），

また表一1の分類は，消費者団体の活動分野に　　　高齢者施設を専門とする高齢者施設改善全米市民

基づ炉ている。したがって多様な消費者団体は，　　　連合（N誕onaL　Ci肋ens　Coali廿on　fbr　Nursing
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Home　Re∬om1），税金を専門とする全米納税者同　　zen　Founda廿on：PCF），アメリカ公共利益研究グ

盟（Nahon訓Taxpayers　Uniρn）とその関連組織　　　ループ（US・PubHc　Interest　Research　Group：U

である全米納税者同盟財団（N語oBal　Taxpayers　　S．　PIRG）とその関連組織であるアメリカ公共利

U且io凱Fo㎜dぬon）である。また現在は解散され　　益研究グループ教育基金（U　S．　Pubユ｛c　hlterest

て存在しないが，銀行を専門とするバンクカード・　　Research　Group　Educatio皿Fund）である。

ホルダーズ・オブ・アメリカ（Bankcard　Holders　　　ただしこのうち，　AARPとAARP財団，および

of　America），航空機を専門とする全米航空プロ　　地域変革センターは，それぞれ高齢者と貧困者と

ジェクト1 iNadonal　Aviation　Pro亜ect）などの消費　　　いう特定の消費者のために活動している。とくに

者団体もあった。　　　　　　　　　　　　　　　前二者は，アメリカ退職者協会（American　Asso一

これらの専門団体は，全米納税者同盟を除けば，　　cla廿on　of　Re旗ed　Persons）という旧称が示すよ

いずれも501（cX3）組織である。したがって全米納　　　うに，高齢者団体として位置付けるほうが普通で

税者同盟は，501（c）（4）組織として政治活動の自由　　　ある。またアメリカ消費者利益委員会は，いわゆ

を確保する一方で，資金調達の観点から501（cX3）　　る消費者団体ではなく，消費者に関する研究と教

組織の全米納税者同盟財団を関連組織として設立　　　育のための学術団体である。また応答的法律研究

していることになる。　　　　　　　　　　　　　センターと全米消費者法センターは，様々な製品

またこれらの専門団体は，特定の製品ないしサー　　　やサービスをめぐる消費者問題にっいて，とくに

ビスに特化して活動するため，それらのVFMと　　法律的な観点から消費者を支援している団体であ
いう経済的利益を追求する顧客消費者のみを支持　　　る。そしてUS．　PIRGは，』36州で活動している　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田

者とする。そのため専門団体は，一般に顧客消費　　　州PIRGの全国組織であり，現在では環境団体と

者団体としてのみ活動し，市民消費者団体として　　　しての活動が顕著になっている。

も活動したり，それに変化したりすることはない　　　これらの総合団体は，AARP，　PC，肌S．　PIRG

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲黷ﾆ考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　　を除けば，いずれも5G1（c）（3）組織である。そして　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

この3っの501（c）（4）組織も，やはり政治活動と資

‘〔4｝卜総合団体’　　　　　　　　　　　　　　金調達の両立を図るために，それぞれ501（cX3）組

総合団体に分類できる消費者団体は，AARPと　　織を関連組織として設立している。　　　＿

その関連組織であるAARP財団（AARP獅und屋一　　　またこれらの総合団体は，製品やサービスを横

廿on），アメリカ消費者利益委員会（A血erican　　断して活動するため，それらのVFMという経済

Council　on　Consumer　Interests），コール・フォー・　　的利益を追求する顧客消費者を支持者とする場合

アクション（C曲fbr　Ac廿on），地域変革センタ」　　　もあれば，それらに関係する社会的・政治的利益

（Centpr　for、90㎜u植ty　d1脚ge），1応答的法律研　　　を追求する市民消費者を支持者とする場合もあれ

究セン．ター（Center－for　St“dy　of　Respo且sive　　ば，双方の消費者を支持者とする場合もある。そ

Law），サ戸ビス研究センター（Center勧r　tbe　　のため総合団体は，顧客消費者団体の場合もあれ

IStudy－of　Se童vices），一消費者アラ・一ト（Cons伽α　　　ば，市民消費者団体の場合もあれば，双方の性格

AleΣt），消費者研究所（Consumers書Research），　　　を持っ消費者団体の場合もあれば’双方の間で変

消費者同盟（CU），全米消費者行政担当者協会　　北する場合もあることになる。

（N語onal　Association　o‘Coゴs㎜er　Agen（写Ad一　　　このうち問題となる：のは，顧客消費者団体と市

翻㎡st由tors），全米消費者法センター（Nahona1　　民消費者団体の双方の｛生格を持づ消費者団体の場

Consuπ1er　Law　Center），全米溝費者連盟（NCL），　　合，っまり消費者団体が顧客消費者と市民消費者

パプリックヅシティズン（PC）とその関連組織　　　の双方を支持者としている場合である。このよう

であるパブリ妙グ・シティズン財団酌（PubHc　C鮭　　　な場合，総合団体の執行部は，顧客消費者と市民
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消費者の双方の支持を獲得するために，経済的利

益と社会的・政治的利益の双方を追求しなければ　　　以上のように本節では，アメリカの主要な全国

ならない。ところが現実には，この2っの支持者　　　レベルの消費者団体を，とくにNPOという観点

の間には，数的に多い顧客消費者の凝集性が低く，　　から，専門団体，総合団体，連合団体の順で概観

数的に少ない市民消費者の凝集性が高いという力　　　した。アメリカの消費者団体は，これまで概観し

関係がある。そのため総合団体は，この2っの支　　　たものだけでもきわめで多様である。しかしそれ

持者の力関係を反映する形で，往々にして市民消　　　らの中でも，公共利益団体としての消費者団体と

費者団体としての性格を強めやすい。したがって　　　してとくに重要なものは，総合団体であるNCL，

経済的利益を追求する顧客消費者団体として設立　　CU，　PC，および連合団体であるCFAであると

された消費者団体が，そのままこの類型の性格を　　考えられる。そこで次節以下では，この4っの全

維持するには，何らかの鰯度的な工夫を内在させ　　　国団体の組織と選好を，「様式990」とCIS、　Index

る必要が生じるのである。　　　　　　　　　　　のデータに基づいて，．顧客消費者団体と市民消費

者団体の分類を中心に検討していきたい。

｛5）1連合団体

連合団体に分類できる消費者団体は，アメリカ

消費老連合（CFA），およびその関連組織である　　　2．全米消費者連盟（NCL）の組織と選好

アメリカ消費者連合財団（Cons㎜er　Federadon

of　America　Fou皿dation：CFAF）である。　CFAは，　　　全米消費者連盟（NCL）は，　NPOとしては，

消費者政策が著しぐ発展した1960年代に，CUを　　　ワシントンDCから法人格を取得した非営利法人

初めとする主要な消費者団体，労働組合，生活協　　　であり，工RSから非課税と寄付控除という税制上

同組合などが，連邦政府に対して消費者利益を効　　　の優遇措置を取得した50工（cX3）組織である。また

果的に代表するために設立した組織である。した　　消費者団体としては，ユ899年に設立されたアメリ

がうてCFAは，個人を会員とするのではなく，　　　カで最古の全国規模の消費者団体であり，様々な

消費者団体を会員とする連絡組織である。　　　　　製品やサービスをめぐる消費者問題にっいて活動

またCFAは，政治活動そのものを目的として　　　する総合団体である。1°

いたため，．当初は501（c）④として設立され，やが　　　顧客消費者団体と市民消費者団体の分類という

て資金調達のために501（c）（3）組織であるCFAFを　　点から考えれば，・NC五は，世紀転換期に市民消

設立した。七かし2003年以降は，CFAそれ自体　　費者団体として設立され，ニューディール期にも

も501（cX3）組織となり，非課税と寄付控除という　　その性格の強い消費者団体であった。しかし偉大

税制上の優遇措置を享受している。　　　　　　　　な社会期に，顧客消費者団体としての牲格誉強め，

またCFAは，各種の消費者団体の連合組織で　　　規制改革期から今日では，後者の性格を中心に，

ありゴ顧客消費者団体と市民消費者団体の双方を　　双方の性格を持っ消費者団体として活動している。

会員とするため，この双方の消費者団体の性格を

持っ可能性がある。しかしCFAは，アメリカの　　　〔1）NCLの歴史とリーダーシップ．

消費者団体における顧客消費者団体の優勢とり．　　　NCLの1．世紀以上にわたる歴史を簡単に振り

わけCUの影響力の大きさを反映して，基本的に　　返ると，　NCLは，まず1890年代から1910年代の

は顧客消費者団体として活動してきた。実際，，こ　　世紀転換期・革新主義期には，社会意識的な主婦

のCFAこそが，公共利益団体としての消費者団　　　を主な担い手としっっ，労働者に配慮した製造業

体どいう意味では，アメリカでもっとも代表的な　　者による製品を選択することによって，劣悪な労

消費者団体となっているのである。一．　　　　　　　働条件を改善するために活動していた。11したがっ
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て当時のNCLは，消費者の組織ではあったが，　　　　しかしNCLの活動は，1960年代を通じて徐々

消費者利益ではなく労働者利益を追求していたこ　　に変化していく。活動の対象とする問題が拡散す

とになる。やがてNCLは，1920年代以降，1消費　　　る中で，ようやく消費者問題も，医療や福祉の問

者利益の独自性が認識され，，消費者保護が連邦政　　　題と並んで，NCLの主要な関心事となっていっ

府の政策課題になると，その政策形成に関与する　　たのである。やがてこうした動向は，1976年から

ようにな6ていった。しかし1930年代から40年代　　　85年にかけて事務局長を務めたS・ウィレット

のニューディ．一ル期，そしてさらには戦後を通じ　　（Sandra　L　Winet）の下で決定的となった。彼

て，NCLの第一義的な選好は，依然として労働　　　女は，とくに金融商品の複雑化を背景に，消費者

者利益の追求にあった。　　　　　　　・　　　　　による自己利益の主張が重要であることを再確認

ところがこうした状況は，1960年代から70年代　　　した。またNCLの活動としては，消費者教育を

の偉大な社会期に変化する。この時期のアメリカ　　推進するとともに，消費者保護を担当する規制機

では，消費者運動と消費者政策が飛躍的に発展し，　　関との関係を強化していった。そしてNCLは，

消費者利益を追求する消費者団体が数多く結成さ　　その後，1985年から現在まで20年以上にわたり事

れた。そのためNCLも，こうした動向を背景と　　務局長を務めているL・ゴロドゥナ「』（Lihda

して，消費者利益の追求を第一義的な選好とする　　Golodner）の下で，とくに健康，電話勧誘販売や

ようになっ、た。そしてそれ以降7現在に至るまで，　　インターネット上の詐欺，クレジットなどの金融

労働者利益に対する関心を維持しっっも，とくに　　　サーゼスゴ児童労働や労働基準などめ労働者の権

IT時代の詐欺への対応な一ど，消費者保護を中心　　　利，食晶の安全性と栄養，一製品やサービスの技術，

的な関心とした消費者団体として活動しているの　　電話や電気などの公益事業，プライバシーといっ

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　た分野を中心に活動している。1：と．くにIT時代の

ところでアメリカの消費者団体においては，会　　　詐欺への対応は；NCLが，その専門性をもっと

長や事務局長の在任が長期にわたるため，’そのり一　　　も発揮できる分野となっている。　　一一　1

ダ由シップが大きな意味を持っ。1そしてこのこ一と　　　　このような経緯を背景として，NCLは，その

は∫1世紀以上め歴史を有するNCLにっいても　　　ウェブサイトにおいて，自らの使命にっいて，以

’例外ではない。すなわちNCLの初代の事務局長　　　下のように述べている。「我々の使命はボアメリ

であるF，ケリー’（Flor6丘ce　Kelly）．は，1899年　　　力内外の消費者と労働者のために；社会的正義と

から1932年に没するまで，30年以上もその職にあっ　　経済的正義を守り推進することである。NCLは，

た6彼女の方針は，「生きることは買うことを意　　　市場と職場の問題について消費者を代表する，民

味する。買うことは力を持っことを意味する。そ　　　間で非営利のアドボカシー団体である。我々は，

してカを持っことば責任を持っことを意味する。」　　アメリカで最古の消費者組織である。，NCLは，

というその言葉に表れていだ。そのたあNCLは，　　児童労働，．プライバシー，食品の安全性，医薬品

消費を通じで社会を改革ずるという観点から，労　　　情報などの関心事についての消費者の視点を，政

働安全衛生，労働時間，児童労働といった問題を　　　府ボ企業，および他の組織に対して提供する。∫

中心に活動した。こうした活動は；．彼女の後任の　　　またNCLは，「電話勧誘販売とインターネット上

事務局長によっても継続された。どくにニューディー　　の詐欺，食品と医薬品の安全性，および公正な労

ル期と戦後の一時期には，大統領夫入であったE・　　働基準などの問題にっいて，アメリカ内外の消費

）レーズベルト（Rleanor　l　Roo』evelt）カ｛NCLの副　　　者と労働者のために社会的正義と経済的正義を保

会長を務あていた。そのためNCLは，当時の政　　　護し促進する，全国的な会員組織である。」13つま

権に深く関与し，各種の労働立法に大きな成果を　　　りNCLは，現在では，顧客消費者団体と市民消

挙げることができたのである。　　　　　　　　　費者団体の双方の性格を持っが，基本的には前者
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の性格を強く持っ消費者団体となっているのであ　　イゾン財団（Verizo粒Fomd磁on）など，通信産

るσ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業の企業の財団が多い。いずれにせよNCLは，’

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このように寄付控除という501（c）（3）組織の特権を

②NCLの機構　　　　　　　　　　　　　　　活かして，寄付市場からその資金の大部分を調達

NCLの意思決定機関は，理事長のT・ディブ　　　しているのであるd
Pr（Theodore　Debro）を初め，基本的には無　　　　ただしここで注意すべきは，　NCLが助成金を　　　　　　　　　　　　　7

給の約40人の理事から構成される理事会である。　　　調達する先が，一般の消費者団体のように，助成

理事は，州レベルの消費者連盟，アメリカ消費者　　　団体に限られないことである。H　NCLは，意外な

利益委員会などその他の消費者団体，AARPなど　　　ことに，企業の助成団体のみならず，消費者と緊

高齢者団体，州レベルのAFL－CIOなど労働組合，　　張関係がある．はずの企業それ自体か、らも助成金を

および州政府や地方政府の消費者政策機関からの　　獲得している。NCLを助成する企業には，アメ

代表，そして消費者研究を専門とする大学の教員　　　リテック（Amedtech）やGTEなど，やはり通信

などから構成される。　　　　　　　　　　　　　産業の企業が多い。しかもNCLは，ご丁寧にも，

ゴロドゥナー会長の下には，有給ないし無給の　　　こうした産業の労働組合からも寄付金を獲得して

約20人の職員がいる。またNCLでは，女性の職　　　いる。こうした企業や労働組合への資金の依存は，
員が主要なポストに就いている。’なおゴロドゥナ門　　NCLに，「産業寄り」の消費者団体，あるいは生　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

　　　　　　　　　　　　　　1一ﾍ，2003年度には，102，755ドルの報酬を得てい　　産者利益を指向した消費者団体といったレッテル

　　　　一「驕B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を貼りかねない。したがってNCLにとって，企
一一一一一一@　　　　　　　　　　　　一一Ψ昌㌦NCL　9会員は，一個ム会員である。しかしその　　　業や労働組合との関係の透明性を証明し，消費者

数は，現在では400人程度であり，きわφて凋落　　団体としての正当性を主張することが，、大きな問

している。会員は，一般に，NPOに対して，会　　　題となっている。

費だけでなく寄付金も払う場合が多い。したがっ　　　次にNCLの支出は，2003年度には1，921，366ド

てこの会員数の凋落は，NCLにとって大きな痛　　ル，20G2年度には2，074，508ドル，2001年度には

手であり，後述する財政における微妙な問題の一　　　1，972，696ドルであった。この支出の内訳では，
　　＿　　　　　　　　　　　一　　　　　＿＿〒、．7　　二　．一＿

�ﾆなっている。一 @　　　　　　　　　　　　　　事業の割合が圧倒的に大きく，2003年度には約85
一n－ ･－

秩@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％であった。また事業，〒般管理，資金募集を通

　　　　　　　　　　＿　≠一一一

③NC工の財政　　　　　　　　　　　　　　　　じては，人件費の割合が大きく，．2003年度には，
π胴’　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　一　　一甲　　　　　一一一一　　　　　　　　¶一一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　、　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　1　　’

．NCLが耳RS豊；複出した200‡年度塑、ら2003年度　　　役員給与と職員給与を合わせて40％を超えていた。　　：の．r様式990」．に基づいて，その財政を収入と支　　　もっともこうした傾向は；消費者団体に一般的に

出の順に概観する。＿＿　．　　」　　　　　　　見られるので，必ずしもNCLの特徴とは言えな

まずNCLの収入は，・2003年度には2，848，470ド　　い。

ル；2002年度には2，073，505ドル，2001年度には

工，703，091ドルであ6た。この収入規模は，伝統　　　｛4）NCLの事業

雨な至国規模6δNPbどして1ポー決しそ大きくな　　　501（c）（3）組織を含む501（c）組織は，「様式990」
幽　　　　、　　一　　　　　　　　　、　f　．　　　　一　　　　旧　　　　　一　　　　　　　　　　　　　L　　r　　　　　一　　　一　　「　　　　　　　．　　「　…　　　　　一　L　　　　　　　　　　　「　一旧

い。またNCLの収入の特徴はレ寄付・遺贈・助　　　において，連邦税を非課税とされるべき組織の目
一　　　’－　　　　7、　　　閣’　　「一　　　L　　　　　　　亀　　　■F　’　1　㍗　’　　胃〒皿一　　囑　　　　嘲　　　　　　　昌停　　、　　　　1　　　　」　閏占　　　　「「　　一　　　　　暫　1

成金等璽割合炉圧倒飽に高い；とであ多。NCL　　的を明記しなければならない。そしてNC五は，

の収入のうち，ζの項目の占める割倉は12qQ3年　　　この目的を，「市場と職場における権利を改善し
度雄まiOQ％に達じていた。またNCLを助成する　　推進する上で，国民を教育し支援すること」であ」　　　　　i

　　　　　7武ｬ団体には，AT＆T財団（AT＆T　Founda面n），　　るとしている。　　　　　　　　咽

ワ〔）レ、ドコ云財団（Worldcon　Folmd語〇五），、ベラ　　　そこでNCLは，各年度の「様式990」において，
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、この目的を達成するために，以下の4つの事業を　　　⑥NCL，の公聴会における証言

実施していると報告している。　　　　　　　　　　　最後に，CIS　hldexのデータに基づいて，　NCL

が上下両院のどのような常任委員会の公聴会にお

①「消費者問題について，フ牙一ラム，出版，　　　いて，どのような問題に関して証言しているかを

メディァ，その他の活動を通じて，国民を教　　　概観しておきたい。　　　　　　　　　‘ド“

育する。」．　　　　　　　　　　　　　　　NCLは，1970年から2001年の間に，上院の公

②「詐欺情報センターとインターネット詐欺ウォッ　　聴会に50回，下院の公聴会に63回，両院協議会の

チを運営し，詐欺にっいての消費者の苦情と　　公聴会に1回の，計114回招致され，証言してい

問合せに応じる。」　　　　　　　　　　　　　る。この回数は，4っの主要な消費者団体の中で

③「公正労働基準法および国際的な行為規範と　　は最少である。その意味でNC虹は，連邦委員会

労働基準に関する権利と責任に関係する国民　　　において，他の3つの消費者団体ほど活動が活発

に警告するために，児童労働に関する主要な　　　であるとは言えない。

一事業を実施する6」　　　　　　　　　　　　　　表一2は，NCLが公聴会に招致され，’証言し

④「電話販売詐欺にっいて国民を教育するため　　　　一

しに，70以上の政府，企業；労働組合，消費者 哀一2　NCLが証言した公聴会の数

団体から成る提携を組織する。」　　　、 委員会の種類　　回凱　割合
㍗

農業・栄養・森林 4 8．0％

この4うの事業のうちジ①・②・④は，基本的 銀行・住宅・都市問題 2 4工）％

に消費者利益に関する事業である。どくに②・④ 商務・科学・運輸 16 32．0％

は，IT時代の詐欺への対応という，近年のNCL エネルギー・天然資源 2 40％

の消費者保護における中心的な関心を示している。 環境・公共事業 1 2」％

↓院 財政　　　　　　　， 1 2．0％
それに対して③は，消費者利益とは異なる労働者

幽健康・教育・労働・年金 8 16．0％

利益に関する事業であり，；とくに児童労働という
国土安全保障・政府’ 5 10．0％

NCLの設立当初からの関心を示している。換言 司法 7 14．0％

すれば，①・②・④がNCLの顧客消費者団体と 特別委員会 4 8．0％

1しての性格を表す事業であるのに対して，③は 小計　　　　　　　　　　　50　100．0％

NCLの市民消費者団体としての性格を表す事業 農業 ．　　・4 6．3％

なのである。 予算 ．1 1．6％

・次にこの4つの事業に対ずる支出額とその割合 教育・労働 、　8 12．7％

を見てみると，①豆②・④の消費者利益に関する エネルギー・商務 22 34．9％

金融サービス 4 6．3％

事業，っまり顧客消費者団体としての性格を表す
政府改革 8 12．7％

事業の割合は，基本的には90％を超えている。そ 下院
司法 4 6．3％

れに対して③の労働者利益に関する事業1～っまり
科学

一　2 ¶3．2％

市民消費者団体としての性格を表す事業の割合は， 中小企業 5 7．9％

：もはや6％程度でしかない。、すなわちNCLは，　r 運輸・社会資本、 一2 32％

事業支出額から見る限り㌔かっての市民消費者団 歳入　1　　　　　　　一 3 4．8％

体どしての性格はわずかに残すだけであσ，基本 小計　　　　　　．・　　　63一ユ00」％

的には顧客消費者団体となっているのであ一る。 経済・　　　　．　　　　　1ユ00．0％
両院

F　「 小計　　　　　　　　　　1　100．0％

旧 総計　　　　　　　　　　114



井上：アメリカ消費者団体の組織と選好　　　　　　　　　　　　　　　　157

た回数を，両院の常任委員会ごとに示したもので　　　⑦「反スラミング法の行政手続と検証の開始」

ある。両院の常任委員会は，1970年以降，何度も　　　⑧「公正労働基準法の監視聴聞」

分類や名称を変更されている。そのためこの表は，　　　⑨「1995年消費者詐欺防止法」

現在の委員会の名称に基づいて作成されおり，過　　　　⑩「個人用バンキング詐欺」．

去の類似した委員会は1っにまとめてあるため，

華本的には便宜的なものである。　　　　　　　　　　これらのタイトルのうち，⑧以外のものは，い

この表一2から分かるように，NCLの公聴会　　　ずれもIT時代の詐欺への対応に関するものであ

における証言は，両院とも商務関係の委員会にお　　　り，また⑧は，労働者問題に関するものである。

けるものが多い。このことは，消費者保護を目的　　　このことは，連邦議会がNCLに期待する専門｛生

とした独立規制機関がそれらの管轄下にあるので，　　が，どこにあるかをよく示している。っまり連邦

予想される結果である。それ以外の委員会におけ　　議会から見れば，NCLは，　IT時代の詐欺を得意

る証言としては，回数がかなり減るが，両院とも，　　とする顧客消費者団体としての意義を持っと同時

農業関係，政府関係，司法関係の各委員会におけ　　　に，依然として市民消費者団体としての意義も持っ

る証言が見られる。このことも，食品の安全性，　　　ているのである。

あるいは法律や規則の問題などを考えれば，予想　　　最後に，以上の114回の証言のうち，そのタイ

される結果であると言えよう。　　　　　　　　　　トルから両院および各委員会を横断して推測する

いずれにせよ，このような消費者利益に密接に　　　と，NCLの証言のうち，消費者利益に関する顧

関わる委員会における証言は，4っの主要な消費　　　客消費者団体としてのものが90回で7a6％，それ

者団体のいずれについても多い。ところがここで　　以外の利益に関する市民消費者団体としてのもの

注目すべきは、NCLの公聴会における証言は，　　　が23回で20．4％であった。ただしこの数字は，大

両院とも，商務関係に委員会に続いて，労働関係　　　まかな推測によるものなので，今後，具体的な証

の委員会において多いことである。このことは，　　　言の内容を検討することによって，厳密化される

言うまでもなく，国CLが労働者利益に対する関　　必要がある。

心を持っ消費者団体であることを反映している。

つまり連邦議会から見れば，NCLは，本来の消　　　以上のように本節では，　NCLの1世紀以上に

費者問題にっいては他の3つの消費者団体ほど重　　　わたる歴史とリニダーシップを概観した後に，そ

要性を持たないが，労働者問題についてはそれな　　　の機構と財政を通じて組織を検討し，事業と公聴

りの意味を持っていると考えられる。　　　　　　　会における証言の検討を通じて選好を検討した。

なお，2002年以降の記録がないため新しいもの　　　こうした検討から明らかなように，NCLは，市

とは言えないが，NCLの最近10回の公聴会にお　　民消費者団体として設立されたが，後に顧客消費

ける証言のタイトルは，1996年から2001年の間で，　　者団体としての性格を強め，現在では後者の性格

新しい順に以下の通りであった。　　　　　　　　　を中心に，双方の性格を持っ消費者団体として活

①「オンライン詐欺と犯罪一消費者は安全か」　　　求を第一義的な選好とし，労働者利益の追求を第

②「欺隔的なクジ付き郵便」　　　　　　　　　二義的な選好としているのである。

③「『クラミング』一電話請求詐欺の出現」　　　　　　　　　　　’

④「スラミソグからの消費者の保護」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

⑤「アメリヵでの電話ズラミング問題の急増」　　　3．消費者同盟（CU）の組織と選好

，⑥「インターネット上の詐欺一消費者に影響す　　　　　　　．　　　　　　　　　　　．

るスキャム」’　　　　　　　　　　　　　　消費者同盟（CU）は，　NPOとしては，ニュー
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ヨニク州から法人格を取得した非営利法人であり，　　報の提供を活動の中心としていた。そのためCU

IRSから非課税と寄付控除という税制上の優遇措　　　は’だしかに消費者政策の推進を後方から支援し

置を取得した501（c）（3）組織である6’また消費者団　　たが，その政策形成に直接に関与することは稀で

体としては，1936年に設立された世界で最大の消　　あっ：た6つまりCUの活動は，基本的たはアドボ

費者団体であり，様々な製品やサービスをめぐる　　カシーをする政治主体ではなぐ，製品情報誌の販

消費者問題について活動ずる総合団体である♂5　　　売をする経済主体であり，その他の消費者団体の

顧客消費者団体と市民消費者団体の分類という　　活動を支援する社会主体に止まっていたのである。

点から考えれば，CUは，ニューディーニル期に顧　　　CUは，「こづした活動を，1960年代から：70年代

客消費者団体として設立され，偉大な社会期・規　　の偉大な社会期になっても，60年代め間は継続す

制改革期，そして今日に至るまで、明白にその類　　　る。具体的には，国外においては，1960年に国際

型を維持している9▼それどころか，著名な製品情　　消費者機構（hlterna百。nal　Of蜜㎡2adon　of　C。n一

報誌である『コンシ三一マー・リポーツ（α匪　　　s㎜er　Unions：10CU）の設立を，’国内においで

s魏εプR吻鷹）』の発行を，ビジネズと一しで成功さ　　は，『1967年にアメリ’力消費者連合（CFA）の設立

せながら，もっとも典型的な顧客消費者団体とし　　を支援している。’覧　．’二　隔　　　㌶

て，消費者団体のナメリ・カ・モデルを世界あ消費　　　ところがCUは，－1972年に，自らにょる連邦政

　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一ﾒ運動に提供し続けているのである。‘　　　　　　府に対するアドボカシーのためにヂごユ〒ヨーグ
一「 @　　　　　　　　、‘一　，　　州々、ウシトバーノンにある本部とは別に，ワシン

11）CUの歴史とリーダージ勉プ　　　　　　　　トンDCにワシソト1ン、　D6．事務所を開設じ1た。・さ

CUは，1929年に設立され，現在でも存続する　　　らにその後，政治活動を全国化するために毎1972

消費者研究所（CR）から，1936年に分離して設　　　年にはカリフォルニア州ザンフランシスコに西海

立された消費者団体である。CRは，－1929年に世　　　岸事務所を，また1979年には・テキサズ州オースティ

界で最初の民間製品テズト機関どして設立され，　　　ン・た南西部事務所を開設した。っまり℃Uば，

現在のCUの原型となった消費者団体であぢた5　　　1970年代を通じで自らが積極的な政治主体になら

CRの具体的な事業は，製品テストの結果を，製　　　ていったのである。’そして現在で縁，隷々な消費

　　　　ヒi情報誌である・『ゴンシ1ユーマーズ・リサー’チ　　者問題の分野にういて；経済活動としセめ製品テ

（α鷹5諺甥幡署Re38arch）』を通じて，消費者に提供　　　ズトと情報提供を，ニューヨーク州ヨシガーの本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ｷることであった。ところが1935年に，CRの一　　　部を中心に展開している。そして政治活動として

部の職員がストライキを起こしジCRから離脱し　　のアドポカシーを戦ワジントゾDC，・西海岸ゼ南

て，翌年に℃Uという新たな組織を結成しだ。そ　　　西部の各事務所，および本部に設置された消費者

してこのCUが，徹底じた企業からの自立性を指　　　政策研究藤（Cons㎜er　Poli砂hlstitute＞を中心

針としながら，’本家の．CRを凌ぐ形でレ民間製品　　に展開しているのである。・　　　　一

テヌト機関として大きく発展してきだのである6　　　　このような歴史的な展開の中で，CUにおける

1Cklが設立された1920年代，・そしてCUが設立　　　リーダーシップは，他の消費者団体におけるそれ

された1由0年がら40年代め二』ニデ壕一ル期は，’・　　と同様た，』渉なり長期的なものとなっている。

すでに消費者利益が独自の利益として認識され，ヒ　　　まずCUの理事長たは，護立時の1936年から19

消費者保護が連邦政府の政策課題となっていた時　　　80年までの44年間は，－Cl，ウォLン（Colst6n　E

期であった。そのためCUの選好は，当然ながら　　W…㎜e）が就いていた。卜彼ほ1，浄マース，ト大学教

消費者利益の追求にあイたこどごろがC廿ば，市　　　授を本職どUながら，単た9Uに正まらず，アメ

場における消費者の自己強化を目的として，『コ　　　リカの，そして世界の消費者運動に大きな足跡を

　　　　　　　f塔V∫一々一：・・リポー一 c』の販売を通じだ製品情　　　残した人物であった。そしてウォーンが引退した
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後には，J・ゲストqames　Guest）が1981年力・ら　　通じて，消費者利益を推i進している」。1〒

2001年までの2G年間，また彼が後述するように会　　　　このような宣言からも明白なように，　CUは，

長た就任した後にほ，ワシントン大学教授のS・　　経済活動と政治活動の双方を通じて消費者利益を

ネルソン（Sharon　Nelson）が理事長に就いてい　　追求する，顯客消費者団体の典型となっているの

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である。

、次に事務局長には，設立時の1936年から57年ま

での21年間は，CRの一員であったA・カレット　　　②CUの機構

（Ar缶ur　Ka11et）が就いていた。したがって彼が，　　　CUの意思決定機関は，ネルソン理事長を初め，

CRの製品テスト，および製品情報誌を通じた情　　　無給のユ8人の理事から構成される理事会である。

報提供というビジネス・モデルを，CUへと引き　　　理事は，　PC，　CFA；自動車安全センターなどの

継いだことになる。その後，事務局長の名称は会　　　消費者団体の代表，法律や消費者研究を専門とす

長へと変更され，1974年から2001年までの27年聞　　　る大学教員，法律や経営のコンサルタント・などか

は，’ q・カーバトキン（Rhoda　E．　Karpatkin）が　　　ら構成される。理事会は，年に3回開催され，

その職に就いていた。，そしてCUは，彼女の指導　　　CUの財政や事業を監視する。

の下で，政治活動としてのアドボカシーを積極化　　　ゲスト会長の下には，400人を超える有給の職

していくごまた彼女が引退した後は，様々な政府　　　員がいる。CUの活動のうち，経済活動である製

機関や非営利組織での経歴が長く，CUの理事長　　　品テストと情報提供は，・ウェブ編集部，ウェブ出

であったゲストが，2001年より会長に就いている。　　版部，ウェブ情報システム，編集部，技術部，出

このような経緯を背景として，CUは，そのウェ　　版部によって担当される。また政治活動であるア

ブサイトにおいて，自らの使命について，以下の　　　ドボカシ「は，、ワシントンDC事務所，西海岸事

ように述べている。「CUは，『コンシューマー・　　務所ゼ南西部事務所，および消費者政策研究所に

リポーッ』め発行者であり，消費者のみに奉仕す　　　よって担当される。ただしこれらの4っの機関は，

る，自立的で非営利のテスト・情報機関である。　　　編集部の公共政策・アドボカシー課に位置付けら

我々は1製品とサービス，個人向けの金融，健康　　　れている。なおゲストは，2004年度には，393，345

と栄養，およびその他の消費者の関心事にっいて　　　ドルの報酬を得ている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hﾌアドバイスの，中立的で包括的な源である。我々　　　CUの会員は，厳密には会員とは言えないが，

の使命は，1936年以来，製品をテストし，国民に　　『コソシューマーゼリポ」」ッ』を初めとする情報

情報を提供し，消費者を保護することである。我々　　誌の定期購読者どいうことになる。その数は，雑

の収入は，『コンシューマー・リポーツ』やその　　　誌版とウェブ版を合わせて500万人を超えボNPO

他のサービスの売上，非商業的な寄付や助成金や　　　としてはきわめて膨大である。

料金のみに基づいている」が

「CUのアドボケイ，トは，ワシントンDC，カ　　　｛3）CUの財政

リフォルニア州サンフランシスコ，テキサス州オー　　　CUの2000年度から2004年度の「様式990」に

スティンの事務所で，地域的；全国的，そして国　　基づいて，その財政を収入と支出の順に検討する。

際的な範囲で消費者問題に取の組んでいる。彼ら　　　まずCUの収入は」2004年度にば192，529，567ド

は，消費者利益のために，七連邦と州の議会や規制　　　ル，2003年度には164，045，421ドル，2002年度に

機関で証言し，政府機関に請願し，訴訟を提起し　　は156，662，610ドル，2000年度には161，354，741ド

ている。ニューヨーク州ヨンカーのCU本部にあ　　　ルであらた。この収入規模は，㌔もちろん消費者団

る消費者政策研究所は，研究と教育事業，うまり　　体の中では最大であり，その他のNPOの中でも

会議、辱政策論文，冒立法と規制へのコメントなどを　　上位に位置する6またCUの収入の特徴は，’事業
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の割合が大きいことである。CUの収入のうち，、　　職員給与を合わせて約25％であった。こうした支

この項目の占める割合は，2004年度には約88％で　　　出の内訳は，非営利組織らしからぬところがあり，

あった。もちろんこの事業収入の大部分は，雑誌　　　CUの特色をよく表している。

版とウェブ版を合わせた情報誌の売上に基づいて

いる。その意味でCUは，非営利組織でありなが　　　．（41　CUの事業

ら，れっきとしたビジネスとなっているのである。　　　CUは，「様式990」においてぞ連邦税を非課税

またCUの収入で，事業に次ぐ割合を占めるの　　　とされるべき組織の目的を，「消費者の教育と情

は，ずっと小さくなるが，寄付・遺贈・助成金等　　　報提供」とのみ記している。またその目的を達成

である。この項目の占める割合は，2004年度には　　するための事業にっいても，①「消費者情報，製

約9％であり，それ以外の年度も1割前後でしか　　　品情報，教育プログラム，消費者保護」，②一「助

ない。しかし2003年度で比較してみると，NCL　　成」とのみ簡単に記している。

のこの収入が，割合では100％でも金額では2，484，470　　　そこでこの事業をもう少し詳しく見てみると，

ドルであったのに対し，CUのこの収入は，割合　　　まず①のうち「消費者情報」にっいては，前述の

では約7％でも金額では11，032，935ドルと，NC㌃　　ように様々な消費者情報を，雑誌版とウェブ版の

のそれの4倍近くあった。ての数字は，CUの収　　　定期刊行物を通じて提供している。このうち雑誌

入がそれだけ巨大であるとともに，℃Uにとって　　版にっいては，発行部数約390万部の『コンシュー4

も寄付・遺贈・助成金等が重要であることを示し　　　マー・リポーッ』を初め，総計で約450万部が発

ている。幽ちなみにCUに助成する助成団体には，　　　行されている。またウ匡ブ版については，『CR

フォード財団（Ford　F。unda廿on）やデビッド・　　オンライン』の購読者が約183万人いる。また

アンード・ルシル・パッカード財団（David＆　　CUは，これらの定期刊行物以外にも，その他の

Lucile　Packard　Found韻on）など，伝統的で社会　　　出版物，ラジオ，・テレビなどを通じて，消費者情

的評価の高いものが多い。また当然ながら，CU　　　報の普及に努めている。次に「製品情報」につい

は，NCLと違って，企業から寄付金等を受け付　　　ては，ヨンカーにあるコンシューマー・リポーッ・

けていない。　　　　　　　　．　　　全米テスト研究センター（Cons㎜er　Rep幡
このようにCUは，その収入の約9割を事業か　　N甜onal　Tes血g　and　Research．Center）の実験

ら獲得するビジネスでありながら，501（c）（3）組織　　　室と自動車実験施設を利用して，3，000以上の製

の特権を活かして，寄付金等も獲得している。つ　　　品をテストしている。またその結果は，前述の定

まりCUは，通常の市場から資金の大部分を獲得　　　期刊行物を通じて消費者に提供されている。次に

するとともに，擬似市場である寄付市場からも資　　　「教育プログラム」については；子供向けの消費

金を調達しているのである。　　　　　　　　　　者教育のウチブを運営するとともに，『コンシ昌r

次にCUの支出は，2004年度には172，523，944ド　　マー・リポーッ』などを学校において安価に利用

ル，2003年度には156β98，753ドル，2002年度に　　でき、るようにしている。最後に「消費者保護」に

は144β83，332ドル，2001年度にはユ55，640，358ド　　っいては，健康，住宅，製品の安全性，食品の安

ル，12000年度には152，121，402ドルであ⇒た。こ　　全性，自動車の安全性，消費者金融gミュニケー

の支出の内訳では，事業の割合が圧倒的に大きく，　　ションやメディアなどに関する消費者問題を研究・

2004年度には約87％であった。また事業，一般管　　　分析し，立法，行政，一司法の各府の機関において，

理，．資金募集を通じては，雑誌の発行などにかか　　　それらの問題に関する国民の利益を代表し推進し

る経費の割合が大きく，同じく2004年度には，｝印　　　ている。　一．　一

刷・出版費と郵送費を合わせて約45％であった。　　　次に②の「助成」にっいて，CUは，その非課

そして次には人件費の割合が大きく，役員給与と　　　税目的に類する活動をする非営利組織，っま、り消
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費者団体や大学などに，助成金を提供している。 表一3　CUが証言した公聴会の数

2004年度には，CFAに対する105，000ドル，　CIに
委員会の種類　　　回数　　割合

対する110，000ドルドUS．　PIRG教育基金に対す 農業・栄養・森林 7 3．4％

る25000ドルを初め，’ 轟vで30件総額で397β35 歳出 6 2．9％

ドルの助成をしている。 銀行・住宅・都市問題 48 ヤ23．2％

なおこの2っの事業に対する支出額とその割合 商務・科学・運輸 63 304％

を見てみると，この①と②の事業は，いずれも消
エネルギー・天然資源 1 α5％

環境・公共事業 1 O．5％

費者利益に関する事業，っまり顧客消費者団体と 上院
財政 9 4．3％

しての性格を表す事業である。っまりCUは，事
外交 3 1．4％

業支出額から見ても，明白に顧客消費者団体とと 健康・教育・労働・年金 43 20．8％

してのみ活動しているのである。 国土安全保障・政府 13 6．3％

司法 13 a3％

㈲CUの公聴会における証言 小計 207 100．0％

最後に，CIS　Ihdexのデータに基づいて，　CU 農業 12 5．3％

が上下両院のどのような常任委員会の公聴会にお
歳出 5 22％

教育・労働 1 0．4％

いて，どのような問題に関して証言しているのか
エネルギー・商務 54 23．7％

を概観しておき亮い。
金融サービス 67 29．4％

CUは，1970年から2005年の間に，上院の公聴 政府改革 25 1LO％

会に207回，下院の公聴会に228回，両院協議会の 国際関係 4 1．8％

下院
公聴会に7回の，計442回招致され，二証言して炉 司法 25 1LO％

る6この回数は｝4つの主要な消費者団体の中で 科学 2 0．9％

．は3位である。 中小企業・ 3． L3％

運輸・社会資本 6．6％

表「一βは，CUが公聴会に招致され，証言した
歳入 12 5」3％

回数を，両院の常任委員会ごとに示したものであ
特別委員会 3 1．3％

る。
小計 228 100．0％

いこの表一3からも分かるように，CUの公聴会 経済 6 85．7％

における証言は，両院とも，商務関係と金融関係 両院 その他 1 14β％

の委員会におけるものが多い。このことは，消費 一｝ 小計　　　　　　　　　　7　100．O％

者政策におけ一るこれらの委員会の重要性を考えれ 総計　　　　一　　　　　442

ば，予測される結果である。それ以外の委員会に

おける証言としては，回数がかなり減るが，両院　　　かかわる委員会におけるものが多い。したがって

とも，農業関係，政府関係，司法関係の各委員会　　　連邦議会か，ら見れば，CUは，本来の消費者問題

における証言が見られる。このことも，食品の安　　　について重要性を持つ消費者団体として認識され

全性，’あるいは法律や規則の問題などを考えれば，　　ていると考えられる。

予想される結果である。ただし上院については，　　　また，2004年から2005年の間で，CUの最近10

健康・教育，労働関係の委員会における回数が多　　　回の公聴会における証言のタイトルは，新しい順

い。これは，CUの証言が，教育・労働の分野で　　　に以下の通りである。　　　一

はなく，医薬品の問題などが関係する健康の分野

における証言が多いことを反映している。　　　　　　①「デジタルテレビへの移行」

、ζのようにCUの証言は，消費者利益に密接に　　　②「2005年デジ汐ルテレビ移行法についての
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DTVズタッフの検討案」　　　　　　　　　　にアングロサクソン諸国の消費者団体に提供して
　うL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶、静L■　LF　　　　　　楠　“　　　　　　　　，　’　巳

A③「SBCとATTおよびベライゾンとMCIの　　　きたのである。　　　　　　　　　’
　　　　　　岬F合併一電話産業の再編成」

④「コミモ三ケrセ見ン匝壕の競争一技術はど　　　　　　　　　　　　　　　b

．璽ように産業構造を変えているか⊥一．　　　　　4．パブリック・シティズン（PC）の組織と選

・⑤∫2005年エネルギヲ政策法」　　’　　　　　　好　　　　　　　　　．
　　　　し　　　凸

浴u金融サービス問題一消費者の視点」　　　　　　　　　　　　一

・⑦fアメリカの石油精製業の現状」　　　　　　　　パブリック・シティズン（PC）は，－NPOどし

⑧「多ヂャソネル・ビデオプログラ春醇信業市　　　ては，ワシントンDCから法人格を取得した非営
場の競争ど消費者め選振〕　　…　　　　　　　利法人であり，IRSから非課税という税制上の優　　　　　　1　　一　一　　一　　　「　　一　　　　　h　　　F昌　　　h　　り　　闇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一｝

，⑨「栄養：補助食品安全法一食品医薬品局は10年　　　遇措置を取得した501（cX4）組i織である。また消費
’　F響　　　　　　　　　　　凸　　　一　　　　　　　　　　　’　　　　一　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　■I「2003年デジタルメディア消費者権禾ll法」．　　的に著名なR・ネ，ダーこ（Ralph　Rad6Dが1971
．．、　　．、＿＿一一．＿＿…　　　　　　年に設立し消費者団体であり；．様々な製品やサー　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

これらのタ朴・レからも分かるように漣邦議　ビスを横断して生じ硝儲問題にっし・て活動す
会は，，コミュニケ÷シゴン産業など各種の産業を　　　る総合団体である♂B．　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　1

1めぐ舩共聯に・－cuの消費都」益嘩づ幌　　顧客消費者団体と市民消費者団体の頒という
��ｽ映さぜ1ようどし宅いる。…　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点から考えれ属Pσほ；㌔偉大な社会期に，b当初　　　　　…　　＿　　一　　　＿　　　　　　、，　　　　，湘　　　〒　　．　白　、r、　　＿　　　・　r　．月　＿甲、　＿一　　、　　　國　憎

：最後に，以上の439回の証言のうち，そのタイ　　は顧客消費者団体として設立されたが，すぐに市
＿　」　　一　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　斤L　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　一　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　巳㍉

トィレカ｝ゐ画院叢奥草各委員会を横断して推測する　　民消費者団体としての性格も合わせ持つようになo
と，．消費者莉益に関する証言の回数が431回で98．2　　た。そしてその後，規制改革期を経て今日に至る　　　　　己

％，，それ以外の利益に関する証言あ回数が1回で　　までの間に，消費者団体を名乗りながら，一環境団

　　　　　一E　　　　；

　　　　　　　　i?ﾌ的な証旨の内容を検討ず6ととにどらて，厳　　　なおPCば1976年に，関連組織としてパブリッ

密花ざ流る必要かあざご’　一　　’　　　　　　ク・シティズン財団（PCF）を設立している。こ
蝉　　　　　ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍉、　」　　　F　　〒

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の組織は，やはり一ワシントソDCかち法人格を取

　　　　　　　「ピーﾈ上のように本節では，・CUの歴史とリーダー　　得した非営利法入ではあるが，－IRSから非課税と
1　－、　　一　　　冒一　　　一一一　　　　　曲一　昌　　一「＿　　　一ρ　一一　　　一　一甘‘　一二’　＿　L　　：＿　　、一　胴胃

シップを概観し左律！こ！一．量璽機講ζ財政を導蔓て　　　寄付控除と煎う税制上の優遇措置を取得した501

組織を検討し，事業と公聴会における証言を通じ　　（cX3）組織となっている。’

て選好を検討したeこうした検討かち明白なよう　　　　　　　　　一

に，CU’は，当初から顧客消費者団体として設立　　　一（ルPCの歴史とリー一ダーシップ、．

され，消費者利益の追求を集r－≒義的な選好とする　　　ネーダーは，1965年に自動車の欠陥を批判した

とともに，今日でもそのもっとも代表的な消費者　　　『どんなスピードでも自動車は危ない（0播ψα’

団体として活動している6そして製品テストと情　　　且矧助8召の』を公刊し，、その後の同書を原因とす

報提供という経済活動から資金を獲得し，：アドボ　　　るジまネラル‘モπ夕一ス社との法廷闘争などを

カシーという政治活動にそれを利用するという活　　　通じて，アメ、リカの消費者運動のカリスマ的な指

動のモデルを，イギリスのフィッチ（W耽hの　　　導者とね，た。『そじて従来の指導者とは異なる前

やオーストラリアめオー一’ストーラリア消費者協会　　　衛的なリーダ｝シップによってダ1960年代から70

（Austr出諭Cdnsumersl　Assoc三ation）など，おも　　年代の偉犬な社会期に，アメリカで消費者運動と
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消費者政策が大きく発展する原動力となった。や　　　消費者利益を追求する訴訟だけでなく，労働問題

がて彼は，協力者や支持者，とくに若い弁護士を　　や政府改革など，それ以外の利益を追求する訴訟

中心に，数多くの組織やプロジェクトを立ち上げ　　　も担当してきた。またその指導者であるA・モリ

た。それらの申で，現在でも法人とレて活動して　　　ソン（朗an　B．　Mordson）は，当初から2003年ま

いる組織としては，前掲の表一1にある自動車安　　　でこのグループを指導し，2004年からは大学教員

全センター応答的法律研究センター，US．　　　に転じている。

PIRG，そしてPCなどがある。　　　　　　　　　　　次に議会ウォッチ（Congress　Watch）は，ユ972

このうちPCは，ネーダーが，訴訟で獲得した　　年に組織され，当初は健康や安全をあぐる立法に

資金に基づいて，1971年に設立した組織である。　　　っいて，そしてすぐに選挙資金改革を初めとする

しかしPCは，形式的には1っの法人であるが，　　　様々な議会改革の分野で活動してきた。したがっ

実質的には，ネーダー自身，および彼との関係が　　　てこのグループは，もはや消費者利益を追求する

深く，彼が関心を持つ社会問題に対する専門性を　　　というよりも，広範な国民の利益を追求している

持っ複数の指導者が，1970年代を通じて立ち上げ　　　ことになる。またこのグループの指導者は，当初

た組織の連合体である。そこで以下では，これら　　のクレイブロック以降，ニューヨーク市の市政監

のグルLプの歴史とリーダーシップについて，’ご　　督官（Public　Advocate）になったM・グリーン

く簡単に概観しておきたい。　　　　　　　　　　　（Mark　Green）など，何回か交代している。

．まず自動車安全グループ（Auto　Safety　Group）　　　次に税制改革研究プロジェクト（Tax　Re｛brm

は，1971年に組織され，ネーダー・の当初からの関　　Research　Project）は，1972年に組織された小グ

心を反映して，自動車や幹線道路の安全性の分野　　　ループであり，連邦税の税制改革をめぐって活動

』で活動してきたdしたがらてこのグル」プは，ド　　　したが，1987年に解散した。このグループは，納

ライバーという消費者の利益を追求してきたこと　　税者という消費者の利益を追求したとも考えられ

になる6またその当初から指導者であるJ・クレ　　るが，実際には広く税制改革を通じた社会正義の

イiブロック（Joan　Claybrook）は，カーター政権　　　実現を目指していた。

下で運輸省の全米道路交通安全局（Na廿onal　High一　　　次にクリティカルマス・エネルギー・プロジェ

way　and　Tra茄c　Sa驚ty　Administrぬon）の局長を　　　クト（C而cal　Mass　Energy　Prqlect）は，1974年

務め，退任後の1980年から現在に至るまではPC　　に組織された小グループであり，反原子力の分野

全体の会長を務めている。　　　　　　　　　　　で活動してきた。したがってこのグループは，、消

次に健康研究グループ（Health　Research　Gτohp）　　　費者利益を追求するというよりも，環境や広く生

は，1971年に組織され，食品，医薬品，医療器具　　存に関する利益を追求してきたことになる。また

などの安全性，あるいは医療サービスなどの分野　　その指導者は，クレイブロックを初め，何回か交

で活動してきた。したがってこのグループは，普　　　代している。

通の消費者，あるいは患者という消費者の利益を　　　　次にバイヤーズ・アップ（Buyers　Up）は，

追求してきたことになる。またその指導者である　　1983年に組織された小グループであり，ワシント

S・ウルフ（Sidney　M　Wo脆）も，当初から現在　　　ンDCやフィラデルフィアなどの都市で，灯油を

に至るまで，一貫しでとのグループを指導してい　　　初めとする数種類の製品やサービスを，共同購入

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　によって安価に購入するために活動してきた。し

次に訴訟グループ（Li廿g甜on　Group）は，1972　　たがってこのグループは，一種の生活協同組合の

年に組織され，PCの内部のグループ，あるいは　　　ようなものとして，実体的に消費者利益を追求し

外部めネrダーが関連する組織の，いわば法務部　　　てきたこ之になる。しかしその活動は，必ずしも

門を担当してきた。したがってこのグループは，　　市場での価格競争に耐えられなかったため，2006
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年の年頭の時点で廃止を予定している。　　　　　　味で，ネーダrは，かつて侭PCにとってプラス

最後にグローバル貿易ウォッチ（Global　Tlade　　のブランドであったが，現在ではマイナスのブラ

Watch）は，より最近になって1998年に組織され，　　ンドになってしまっている。　　　　　∫．

グローバル化時代の貿易における政府と企業の責　　　　　　　、

任の分野で活動している。したがってこのグルー　　　｛2）PCの機構，

プは，たしかに食品の安全性の分野などでは消費　　　PCの意思決定機関は，理事長のH・メッツェ

者利益を追求しているが，それをより広い経済的　　　ンバウム（Howard　Metzenbaum）を初め，前連

正義やデモクラシーの問題の中に位置付けている。　　邦議会議員，、法律家，大学教員など，6名の有給

以上の8っの専門グループによって構成されて　　　ないし無給の理事炉ら構成される理事会である。

きたPCは，現在，そのウェブサイトで，次のよ　　　クレイブロック会長と事務局長のJrジロ、qoseph

うに述べている。「pcは，議会，行政府，裁判　　Zillo）の下には，最大で100人程度の，有給ない

所に消費者利益を代表するために，1971年に設立　　　し無給の職員がい．る。これらのうち幹部職員は，

された，全国規模で非営利の消費者アドポカシ：「　　前述のグループの指導者である。またPCも，

組織である。我々は，開かれた政府と民主的なア　　CUと同様に，サンフランシスコにカリフ．オルニ

カウンタビリティーのために，裁判所で賠償を請　　　ア事務所を，オースティンにテキサス事務所を設

♪求する消費者の権利のために，．安全で持続可能な　　置している。　　　　　　　1一

エネルギ」源のために，通商政策における社会的　　　てそれに対してPCFの意思決定機関は，理事長

正義と経済的正義のために，強力な健康・安全，　　砂R・フェルメス（Robert　C　Fellmeth）を初め，

環境保護のために∫有効で安価な処方医薬品と医　　　法律家や大学教など，6名の有給ないし無給の理

療のために闘ってきた」。191　　　　　　　　　　　事から構成される理事会である。その下の執行部

このようにPCは，－1基本的には自らを消費者団　　　は，　PCと共有されている。なおクレイブロック

体と一して位置付けている。しかしPCの活動は，・　　会長と、書～ロ事務局長は；PCとPCFの双方の職務

たしかに消費者利益の追求から開始されたが，現　　　を合わせて，前者は104，565、ドル，・後者は98，590　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7

在慧それを超えて∫かなり広範な利益を追求して　　　ドルの報酬を得ている。．　一　　　　一　、

いる。そしてこのことは・消費者と市民をほとん　　　PCFの会員は，個人会員であり，‘7約15，00P木い

ど同一の存在として考えているPCの内部では，　　　るとされている。彼らの申には，ニゴースヒタ「

おそらく矛盾していない。それどころか，ネーダー　　　などへの対価として会費を納入すると．ともに，寄

自身は，そもそも消費者問題それ自体よりも，そ　　　付や遺贈をする者も多」｝。

の背景にある構造的な問題に関心を持っていたと　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

考えられる謹したがってPCは，当初の顧客消　　　③PCの財政　　　　　　　　　　　．、
費者団体から，市民消費者団体を超えて，・現在で　　　PCの2002年度から2004年度の∫様式990」，お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層

は総合的な公共利益団体となっていると言えよう。　　よびPCFの2000年度から2004年度の∫様式孚90」

なお最後に付言しておくと，現在のPCは，ネー　　　に基づいて，その財政を収入と支出の順に検討す

ダ「とは原則的に関係を持っていないこしかしそ　　　る。　　　　　　　一，　　　、こ

れにもかかわらず，PCと1ネーダーに，、依然と1し　　　まずIPqの収入は，・』2004年度には3，406，029、ドル，

て結び付けて考えられる傾向がある。そのため　　2003年度には3，591，218ドノレ，2002年度には4，676，861

PCは，ネーダ▽が2000年と2004年の大統領選挙　　、ドルであった。、こ．のPCg収入の特徴は；やはり

に立候補し，結果として共和党のブッシ拝候補を　　寄付・遺贈・助成金等の割合が大きいことである。

利することになってしまったため，民主党支持者　　　PGの収入のうち，．この項目の占める割合は，

や進歩派からの支持を減らしてしまった。その意　　　2004年度には約84％であPた。一，
1
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またPCの支出は，2004年度には3，916，760ドル，　　　㈲　PCの事業

2003年度には3，750，909ドル，2002年度には4，478，746　　　PCとPCFは，「様式990」において，連邦税を

ドルであった。こあ支出の内訳では，事業の割合　　　非課税とされるべき組織の目的を，ともに「消費

が大きく，200娃年度には約72％であ？た。また事　　　者の権利のために活動する」と簡単に記している。

業，一般管理，資金募集を通じては，役員給与と　　またPCは，この目的を達成するために，以下の

職員給与を合わせた人件費，および郵送費の割合　　事業を実施していると報告している。

が大きく，2004年度には，それぞれ約40％と約12

％であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　①「国民への情報提供と教育。健康・安全，法

次にPCFの収入は，2004年度には8，774，858ド　　　　律，エネルギー政策，政府と企業の貴任の問

ル，2003年度には9，778，852ドル，2002年度には　　　　題にっいて，書籍，定期刊行物，声明書を発

8，482，766ドル，2001年度には6，717，139ドル，2000　　　　行する。」

年度には7，168，679ドルであった。このPCFの収　　　②「議会ウォッチ。健康・安全規制と選挙資金

入の特徴は，やはり寄付・遺贈・助成金等の割合　　　　　改革にっいて，調査，組織化，活動を通じて，

が大きいこと，また会費が一定の割合であること　　　　市民・消費者の利益を代表する。」

である。PCFの収入のうち，2004年度の前者の　　　③「グローバル貿易ウォッチ。条約によるグロー

割合は約66％であり，後者の割合は約19％であっ　　　　バリゼーションの押し付けに対して，環境，

た。なおPCFを助成する助成団体には，フォー　　　　　消費者，労働者，宗教，家族農業の全国的な

ド財団やオープン・ソサエティ協会（Open　Soci一　　　　連合を組織する。」

ety　Ins慌ute）など，やはり社会的評価の高いも　　　　④「出版。健康・安全，法律，エネルギー政策，

のが多い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政府と企業の責任の問題にっいて，書籍，定

またPCFの支出は12004年度には8β16，511ド　　　　期刊行物，特別報告書，声明書を発行する。」

ル，2003年度には8，685，173ドル，12002年度には　　　⑤「パブリック・シティズン・テキサス」

8，482，766ドル，2001年度には6，717，139ドノレ，2000　　　⑥「パブリック・シティズン・カリフォルニァ」

・年度には7，168，679ドルであった。この支出の内　　　⑦「バイヤーズ・アップ」

訳では，’事業の割合が大きく，2004年度には約72　　　⑧「クリティカルマス・エネルギー・プロジェ

％であった。また事業，一般管理，資金募集を通　　　　クト」　　喝
じては，役員給与と職員給与を合わせた人件費，　　　　⑨「自動車の安全性」　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

ｨよび郵送費の割合が大きく，2004年度には，そ　　　　　　　　　　　　　　　　．

れそれ約40％と約12％であった。　　　　　　　　　　またPCFは，同様に，以下の事業を実施して

以上のPCとPCFの財政は，法人のものとし　　いると報告している。

ては別であるが，実質的には一体であると考える

ことができる。ただし両者の収入を足した約1，200　　　①「出版。健康・安全，法律，エネルギー政策，

万ドルという財政規模は，全国規模のNPOとし　　　　政府と企業の貴任の問題にっいて，書籍，定

ては，決して大きいとは言えない。また収入では　　　　期刊行物，特別報告書，声明書を発行する。」

寄付・遺贈・助成等の割合が大きく，支出では事　　　②「クリティカルマス・エネルギー・プロジェ

業の割合が大きいことも，とくに特徴的であると　　　　クト。原子力と化石燃料に対する依存を減ら

は言えない。ただし事業，一般管理，資金募集を　　　　し，安全で入手容易で持続可能なエネルギー

通じて，人件費だけでなく郵送費の割合も大きい　　　　を奨励し，安全な食品を推進し，世界の脆弱

こと」ま，PCF会員への情報提供を重視している　　　　な水資源を保護するb」

ζとを示一していると言えるかもしれない。　　　　　　③「訴訟グループ。裁判；および政府機関の監
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視と請願によって，｛建康，安全，消費者の権　　　て下位にある。それに対して上位にあるのは，環

利を保護する。」　　　　　　　　　　　　境問題に関わる③，政治改革に関わる④，そして

④「グローバル貿易ウォッチ。・NAFTAやGAT　　消費者利益と環境問題の双方に関わる⑤である。

Tなどの条約によるグローバリゼーショ’ンと　　　っまりPCとPCFは，’その事業支出額から見る

その影響にっいて，国民を教育するための結　　　限り，当初の顧客消費者団体としての性格はもは

集した環境団体の連舎を指導する。」　　　　　　や強くなく，むしろ市民消費者団体としての性格

⑤「健康研究グループ」　　　　　　　　　　　あるいは環境団体や政治改革団体としての性格が

⑥「国民への情報提供と教育」　　　　　　　　　強くなっているのである。

⑦「パブリック・シティズン・テキサス」

⑧「議会ウォッチ」　　　　　　　　　　　　　㈲PCの公聴会における証言

⑨「パブリック・シティズン・カリフォルニア」　　　最後に，CIS　Indexのデータに基づいて，　PC

⑩「自動車の安全性」　　　　　　　　　　　　が上下両院のどのような常任委員会の公聴会にお

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　’いて，どのような問題に関して証言しているかを

これらのPCとPCFの事業は，両者の一体性　　　概観しておきたい。なおここでは，　PCFの証言

を考えると，同一の名称のものにっいては一体の　　　もPCのそれに合算してある。

ものであると言える。そこで両者の事業支出額を　　　PCは，1973年から2005年の闇に，上院の公聴

合わせ，2004年度の総支出額に占める割合の順で　　　会に280回，下院の公聴会に374回，・両院協議会の

整理すると，①出版が2Z2％」②国民への情報提　　公聴会揖5回の，計659回招致されi証言してい

供と教育が15．3％，③クリティカルマ1ス・エネル　　　る。この回数は，4っの主要な消費者団体の中で

ギー・プロジェクトが14．9％，④議会ウォッチが　　　は最多である。

9，5％，⑥グローバル貿易ウォッチが8．7％，⑥訴　　　表一4は，PCが公聴会に招致され，証言した

訟グループが8．2％，⑦テキサス事務所が臥9％，　　　回数、を，両院の常任委員会ごとに示したものであ

⑧健康研究グループが5．7％，⑨カリフォルニア　　る。

事務所が24％，⑩自動車安全性グルー一プが1．7％，　　　この表一4からも分かるように，PCの公聴会

⑪バイヤーズ・アップがα5％となっている。　　　　における証言は，上下両院とも，商務関係，司法

この11の事業のうち，①・②・⑥・①・⑨が　　関係，政府関係の各委員会の1順で多くなっている。

PCとPCFの運営に関わるものであるのに対して，　　この3っの委員会における証言の多ざは，4つの

⑧・⑩・⑪は消費者利益に関わるもの，③は環境　　消費者団体に共通しており，、止くに』PCの特徴で

問題に関わるもの，④は政治改革に関わる：もの，　　　あるとは言えない。しかしそれでも，後二者の委

⑤は消費者利益と環境問題の双方に関わるもので　　　員会における回数が相対的に多いことは，司法グ

ある。換言すれば，⑧・⑩・⑪はPCの顧客消費　　　ループと議会ウォッ、チを有するPCの特徴を，多

者団体の性格を，③は環境団体としての性格を，　　少なりとも示しているのかもしれない。

④は政治改革団体としでの性格を表している。そ　　　また2002年から2005年の間で，、PCが証言した

して⑤は，顧客消費者団体と環境団体，および消　　　最近10回の公聴会のタイトルは，新しい順に以下

費を通じて社会的正義などを追求するという点で，　　の通りである。　　　　　　　　　　　　”

市民消費者団体としての性格を表している。　　　　　　　　　　．

またここで注目すべきは，これらの事業の支出　　　①「公益事業からの非競争的な脅威一中小企業

額が占める割合の順位である。消費者利益に関わ　　　　は退場するか」　　　　一、

る⑧・⑩・⑪，とりわけPCが設立された当初か　　　②「農務省のBSE感染牛拡大検査プログラム」

らの事業である前二者の割合は，現在ではきわめ　書　③「ガソηン・ポンプの負担軽減一西部の災難



井上：アメリカ消費者団体の組織と選好　　　　　　　　　　　　　　　167

．　に対する解決策の発見」　　　　　　　　　　　⑤「2003年労働安全衛生における小規模事業者

④「どのように規制会計を改善するか一連邦政　　　　の司法へのアクセスに関する法律」

府による規制め費用・便益・影響」　　　　　　　⑥「2003年クラスアクション公正法」

⑦「2003年効率的救済・利用可能・低費用・適
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宜医療（HEALTH）法」表一4　PCが証言した公聴会の数

⑧「エフェドリンー誰がアメリカの消費者を保
委員会の樋類　　　’回数　　割合

一
護しているのか」

農業・栄養・森林 7 2．5％

歳出 5 1．8％
⑨「企業貴任と消費者保護を向上させる視点」

銀行・住宅・都市問題 ユ2 4．3％
⑳「ネバダ州ユッカ山の核廃棄物貯蔵庫の建設

商務・科学・運輸・一 76 1　27ユ％ に対する大統領の勧告の審査」

エネルギー・天然資涼 16 5．7％
r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凡　　　　　　，

環境・公共事業 7 2．5％ これらのタイトルのうち，①・②・④・⑥・⑦・

財政 25 8．9％ ⑧・⑨は，消費者利益に関するものである。また
上院 外交 2 0．7％

③・⑩は環境に関するもの，⑤は司法に関するも
健康・教育・労働・年金 29 1α4％

のである。このように見ると，PCは，連邦議会
国土安全保障・政府 40 14．3％

司法 51 18．2％
から見て，依然として顧客消費者団体としての役

議院運営 5 1B％
割を期待されているように見える。しかしこれら

中小企業 3 1．1％ のタイトルは、あぐまでも最近の証言の一端でし

、 特別委員会 2 0．7％ かなく，PCの役割に対する期待を明白にするに
刈、言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　280　　　100LO％

は，過去の証言に遡って検討する必要がある6

農業 11 2．9％ 最後に，以上の659回の証言のうち，．そのタイ

’ 歳出 18 4．8％ トルから両院および各委員会を横断して推測する
軍事 1 0．3％

と，PCの証言のうち，明らかに消費者利益に関
予算 6 L6％
教育・労働 6 ユ．6％

するものは345回で524％，明らかにそれ以外の

エネルギー・商務 108 28．9％
利益に関するものは89回で13あ％，いずれとも取

金融サービス 24 6．4％ れるものが225回で34．1％であった。このように

政府改革 39 10．4％ PCの証言は，他の3っの消費者団体のそれに比

議院運営 10 2．7％ べて，単純な分類ができないものとなっている。
下院

国際関係 5 1．3％ いずれにせよ，今後，具体的な証言の内容を検討

司法 61 16．3％ することによって，より厳密に分類していく必要

1

資源 1 0．3％
がある。

科学 10 2．7％

中小企業 7 L9％

運輸・社会資本 一19 5．1％
以上のように本節では，．PCの30年以上にわた

歳入 35 9．4％ る歴史とリーダ「シップを概観した後に，その機

特別委員会　　一 13 3．5％ 構と財政を通じて組織を検討し，事業と公聴会に

d、言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　374　　　100∫）％ おける証言を通じて選好を検討した。こうした検

一

経済 1 20．0％ 討から明らかなように，PCは、顧客消費者団体

両院 その他 一4， ・80．0％ として設立されたが，すぐに市民消費者団体とし

オ」、計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　100瓦）％ ての性格，そして政治改革団体や環境団体として

一　総計　　　　　　　　　　659・ の牲格も持っようになった。そして現在では，独
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自の利益としての消費者利益の追求を第一義的な　　　な消費者問題が，重要な政策課題として再認識さ

選好としてはおらず，より広範な利益を追求して　　れ始あた時期であった。そして当時，こうした動

いるのである。、　　　　　　　　　　　　　　　向を象徴していたことの第一は，三ユーレフトに

’　　　　　　　　　　　　よる社会運動と共鳴した，1965年のネーダーの登

場であった。また第二は，従来からの消費者運動

5．アメリカ消費者連合（CFA）の組織と選好　　　の担い手が結集した，1966年の消費者会議（Con一

s㎝er　Assembly）の開催であった。そして前者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1Aメリカ消費者連合（CFA）は，1ζPOとして　　　を契機として組織されたネーダー・’グループは’

は，ワシントンDCから法人格を取得した非営利　　　急進的な消費者団体の典型どして；”また後者を契

法人であり，田Sから非課税と寄付控除という税　　　概として組織きれたC軌は，¶漸進的な消費者団
「’1■　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　一　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　向　　げ　　一　　　　　　　　　　　　　　一

制上の優遇措置を取得した501（cX3）組織である。　　　体の典型として，1960年代から70年代の偉大な社
七　　　一　　　7　　　　－　　r」　　　　　　卍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　17　　　　　■　　　〒　一　　■　r門　　、　　　　　　　　　　　　　』　　　一一　　｝　’　　　　　巳」　　　　　　　　’　　　　　r　㌧　　　■層

また消費者団体としては，71967年に，主要な消費　　　会期を通じて，．7～と一リヵの消費養運動と消費者政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L

者団体，労働組合，生活協同組合などが協力して，　　策の展開に大きな影響を及ぼしていく。．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

連邦政府に対して効果的に消費者利益を代表する　　　　このうち消費者会議は，消費者団体，消費生活

ために設立した，消費者団体を会員とする連合団　　　協同組合，労働組合一女性団俸などの代表によら

体である。a　　　　　　　　　　　　　’　　　て，、2年間の準備期間の後に；ワシントツDCで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　顧客消費者団体と市民消費者団体の分類という　　　開催された占・またこの会議で∫消費者問題にっい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ず点から考えればゴCFAは，偉犬な社会期に設立　　てあ天統領顧商ぞあぢた壼・セニタニゾゾ（Esther

され，規制改革期そして今日に至るまで，基本　　　P6t琶f記δ陶ま∫稲費者莉益を連邦政府に効果的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

的にその類型を維持している。ただし連合団体で　　代表するために，それまで相対的に建阜｝ざ5であっ

あるため，会員である市民消費者団体の選好を反　　　た消費者団体力溜力して，一連合粗織を立ち上げる

映して，その性格を合わせ持つ可能性もある。し　　必要性を強調した。、そして翌年に，一この消費者会

かし総合的に考えれば，CFAは，消費者利益を　　　議の議論を受けて，，当初から政治活動を重視した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　1
ｭ治的に代表するために活動しており，CUと並　　　消費者団体としで設立されたのが｝一連合団体であ

んで，アメリカを代表する顧客消費者団体である　　　るCFAだbたのである♂　』　　　昌≠

と言えよう。　　　　　　　　　　　　　　　　　CFAの初代事務局長には，消費生活協同組合

なおcFAは，1972年に，関連組織としてアメ　　　での経歴ぷ長いhE　rラシゲビゾ（E面a　IAぬgevhle）
A　　l　　　r　　　　ト岬←　　山一」　一　一　r　り　　　，　　　　　　　　　　　　4＿　　　｝　　　昂一　　　　一　　　㍗西　　》　　　r　　　　　　－　　　　’　　F　　　　、一㍉

リカ消費者連合財団（CFAF）を設立もている。　　　が，1968年から73年まで務めた。設立された当初
一　　一　一白r「　　1　－r　－，一一“閃　　」　翫　一’一」　一帽　叩一・一　　・　　“　一　｛　一　　一巳’一一一閥　　一」凸r’一㍉

@　　　　　　♪ヒ
この組織は，やはりワシントンDCから法人格を　　　のCFAに，基本的には．　CUを中心とする有力な

取得した組織であり，IRSから非課税と寄付控除　　　消喪者団体ボ消費生活協同組合および労働組合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Iという税制上の優遇措置を取得した501（cX3）組織　　　によって支えられていた。したがって彼女がまず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌦1

である。CFAFが設立された理由は，当初は501　　重視したのは；新たに地方レベルで組職され始め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1icX4）組織であうたCFA：にとって，資金調達の観　　　た消費者団体を，　CFAに加入させ6ことであっ

点から501（cX3）組織を設立する必要があったから　　たヨーhところがヒうしだ努力は罫結果ξしてCFA
凶　　　　レ」　　　　　　7　　　　　　　　　甘　　　　甲’㍉一　　　一’　腎　　　　　　　　　斤　　　　　　　　　　■一」　Fh　　一由　　　　　　　　　　　　り　　一　　　　　　　　　“　　　｝　　一　　一

であった。しかし2GO3年以降は；CFA：自体が501　　の内部での軋蝶を生むことになっ二た。．聖郵らの消　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；　　r　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　、．一〒　　　　　　　　　　　　H

（c）（3＞組織となっている売め，両者の区別はかな　　　費者団体がジ泊費者鴎体ζ髪ヱ俘～鋲当性を主轟し，

り曖昧になっている。　　　　　　　　　　　　　　潭費生活協同組合や裳働粗合④影響1カに異論を唱

えたからである。そのため彼女信，，設立されたば

〔1）CFAの歴史とリーダ続ジップ　　　　　　　かり1のCEらにおいて，．連邦政府に対するア．ドポ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　一P960年代半ばは，戦後以降に蓄積され二てきた様々　・カシ庶だけでなく，組織の運営についても大きな
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努力を強いられたのである。　　　　　　　　　　邦議会，ホワイトハウス，連邦と州の規鋼機関，

アンゲビンの後には，C・フォアマン（Carol　　州議会，裁判所において，様々な問題について消

Tucker　Foreman）が，1973年から1977年まで事　　　費者指向の政策を推進するために活動している。

務局長を務めた。彼女は，政治家の一族の出身で，　　そのスタッフは，公職者とともに，消費者が利害

自らも連邦議会のスタッフとして活動していたた　　　を有する重要な問題について，有益な政策を推進

め，連邦議会におけるCFAの注目度を高めるの　　　し，有害な政策に反対し，公平な議論を確実にす

に成功した。と同時に，地方消費者団体のCFA　　るために活動している。

への加入をさらに推進するとともに，会議や出版　　　研究組織としては，サーベイ，世論調査フ鋤一

を通じてそれらへのサービスを増加させたため，　　　カスグループ，文献調査によって，消費者問題，

CFAの内部での軋礫の緩和にも成功した。　　　　　あるいは消費者の行動や態度を調査している。そ

フォアマンが農務省副長官に就任すると，』弁護　　　れらのプロジェクトの知見は，報告書として公刊

士やロビイストとしての経歴を持っK・オリーリー　　され，個々の消費者だけでなく，消費者のアドポ

（Kathleen　OIReilly）が，1977年から80年までCFA　　ケイトや政策形成者にとっても役立っている。ま

の事務局長を務めた。しかし彼女の任期の間は，　　　たこうした調査は，新しい消費者のイニシアティ

連邦議会における規制緩和の路線が定着し，消費　　　ブ，公共サービスの広告，消費者への情報提供と

者運動や消費者政策に対する政治的反動が始まっ　　教育にとっての基礎資料にもなっている。

た時期であった。　　　　　　　　　　　　　　　　教育組織としては，国民とメディア，および政

：オリーリー一の後には，S・ブローベック（Stephen　　策形成者や他の公共利益アドボケイトに対して，

Brobeck）が，198G年から現在までCFAの事務局　　　消費者問題についての情報を提供している。　CFA

’長を務めている。彼の四半世紀にわたる任期の間　　　の会議，報告，書籍，パンフレット，ニュ・一ス，

には，共和党のレーガンとブッシュの両政権，民　　　ニュースレター，ウェブサイトは，いずれもその

主党のクリントン政権，そしてまた共和党のG・　　教育プログラムを支えている。

ブウシュ政権と，消費者運動や消費者政策をめぐ　　　最後にサービス組織としては，消費者のアドボ

る政治的環境が大きく変動した。ところが彼は，　　　カシー，研究教育という目標に関与する，，全国

そのような環境の中で，一貫してCFAの拡大を　　　レベル，州レベル，地方レベルの組織を支援して

図ってきた。具体的には，彼は，NC1，　PC，自　　いる。これらの組織の一部は，　CFAに属する消

動車安全センダー，アメリカ消費者エネルギー委　　　費者アドボカシー，教育，協同組合の組織もある。」

員会嫁どからスタッフを招聰し，彼らが専門とす　　　このようにCFAは，連合団体として，そして

る分野を強化した。またその」方で，政治的反動　　　消費者利益を政治的に代表するための団体として

や経営難で苦境にあった消費者団体から，その業　　　設立され，活動してきた。そして現在では，引とく

務を継承した。さらにCFAFを通じて，地方消　　　に通信，エネルギー，金融，食品，健康，住宅な

費者団体に助成金を提供することによって，CFA　　どの分野を中心に，総合団体としての機能も十分

とそれらの関係を強化し，地方レベルにおける消　　　に有している。その意味でCFAは，アメリカを

費者利益の追求を支援している。　　’　　　　　　代表する顧客消費者団体であり，公共利益団体と

このような経緯を踏まえて；CFAは，現在，　　　しての消費者団体なのである。

自らを，消費者のための，アドボカシー，研究，

教育，そしてサービスのための組織であると規定　　　②CFAの機構

している。そしてこの点にっいて，そのウェブサ　　　℃FAの意思決定機関は，理事長のKらマケル

イトで，次のように述べている。盟　　　　　　　　ド「一ニー（Kenneth　MdEldowney）を初め，基本

「CFAはボアドボカシーの団体としては，連　　　的に無給の約40人の理事から構成ざれる理事会で
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ある。理事は，会員団体である消費者団体，消費　　　には，寄付・遺贈・助成金等の割合が32β％で，

生活協同組合，労働組合，信用組合などの代表で　　事業の割合が5乳5％であったのに対して，2004年

あるdCFAFは，，CFAと意思決定機関を共有して　　　度には，それぞれ51．0％と4＆2％と，多少ながら’

いる。　　　　　　　　　　　　　　　　，　　も逆転している。これらのことは，CFAの組織

ブローベヅク事務局長の下には，最大で30人の　　類型の変化が周知されるのに伴って，CFAFが獲

有給ないし無給の職員がいる。またCFAは，前　　　得していた寄付・遺贈・助成金等が，　CFAに移っ

述のような経緯から，会員団体である地方消費者　　　たためであると考えられる。

団体との関係を重視している。そのためCUなど　　　次にCFAの支出は，2004年度には3，018，919ド

の支援により昌，組織内に州・地方資源センター　　　ル，2003年度には1，232，469ドルと，同様に大幅

（State　and　Local　Resourσe　Center）を設置し，　　　に増加している。ただしこの支出の内訳で，事業

助成金の交付やワークショップの開催など，地方　　　の割合が圧倒的に大きいことは変化ない。また事

消費者団体に各種のサービスをしている。CFAF　　業，一般管理，1資金募集を通じて，役員給与と職

は，CFAと職員を共有している。：なおプローベッ　　員給与を合わせた人件費が多いこともゼやはり伺

クは，2004年度には；100β88ドルの報酬を得て　　　様に変化ない。

いる。　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　またCFAF、の収入は，，2004年度には360，130ド

CFAは連合団体であるので，その会員は団体　　　ル，．2003年度には2，314，993ドル，．・2002年度には

である。会員数は，2006年1月末時点で，全国レ　　2，357，732ドル，2001年度には2，775，662ドル，2000

ベルの消費者団体が舞，珊・地方レベルの消費者　　年度に億2，914，848ドルと，2004年度に大幅に減

団体が1G1，信用組合が30，信用組合連盟が41，　　少している。またその内訳を見てみると，2QO3年

地方電気事業組合が25，その他の消費生活協同組　　　度には，寄付・遺贈・助成金等が7＆5％で，事業

合が9，公営電力会社が25，消費者行政機関が20，　　が18．1％であったのに対して，2004年度には，一。そ

労働組合が13の，計295団体となっている。なお　　　れそれ22．5％と5＆8％と，大ぎく逆転している。

これまで検討した3っの消費者団体のうち，NCL　　これらのことは，・当然ながら，この時期にCFA

と℃Uは会員である，が，PCは会員ではない。た　　の収入で生じたことの裏面である。’なおCFAF

だしCFAが主催する消費者会議には，　PCから個　　　を助成していた助成団体には，フォード財団やロッ・

人としての参加者はある。　　　　　　　　　　　クフ‘ラー財団（Rockefener　Founda廿on）など，

やはり社会的評価の高いものが多い。

（3｝－CFAの財政　　　　　　　　　　　　　　　次にCFAFの支出ば，2004年度には214，271ド

CFAの2003年度と2004年度の「様式990」，お　　　ル恥2003年度には2，196，379ドル，2002年度には

よびCFAFの2000年度から2004年度の「様式990」　　2，217，178ドル，2001年度には2；829，390ドル，2000

に基づいて，その財政を収入と支出の順に検討す　　年度には2，6091604ドルと，2004年度に約10分の

る。CFAの2002年度までの「様式990」が入手で　　　1に減少してい・る。このことも｝この時期にCFA

きなかった理由は，1前述のようにCFAが，2002　　の支出で生じたことの裏面である6またこの支出

年度までは501（cX4）組織であり，2003年度から501　　の内訳では，各年度とも事業の割合が大きい。し

（cX3）組織として活動しているからである。した　　　かし事業，門般管理∫資金募集を通じた内訳では，

がってここでは，この移行期に，CFAとCFAF　　2002年度までの各年度には，．人件費の0を初め大

の財政に生じた変化が注目される。特、∴　・　　　部分の支出の割合がきわあて小ざく，その他の支

まずCFAの収入は，、2004年度には3，147，134ド　　出の割合が90％前後であ6た。そしてその支出の

ル，2003年度には1，139，044・ドルと，大幅に増加　　　約半分が，関連組織，っま1りCFAの運営経費と

している。’またその内訳を見てみると，2003年度　　’な・っていた。ただし2003年度にはヨその他の支出
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の割合が減り，役員給与と職員給与を合わせた人　　　これらのCFAとCFAFの事業は，両者の一体

件費を初め，それぞれの内訳ごとの支出がある。　　　性を考えると，基本的に同列に並べて検討できる

このよ’うにCFAは，2003年度までは，その財　　　と考える。そこで両者の事業支出額を合わせ，

政を・CFAFに依存しており，形式的にはCFAF　　2004年度の総支出額に占める割合の順で整理する

によって運営される組織であった。しかし実態と　　と，①会議が7乳2％，②研究とネットワーキング

しては，まったく逆で，2002年度まで501（c）（4）組　　が134％，③消費者教育が4．8％，④出版が36％，

織であったCFAが，501（cX3）組織であるCFAF　　⑤助成が10％と，①の割合が非常に大きい。た

を財政的に利用していたことになる。そのため　　　だしこれらの割合は，年度によってかなり変動が

CFAFの財政は，きわめて分かりにくいものとなっ　　　あり，2003年度以前は，むしろ③の割合が大きく

ていた。しかしこうした状態は，CFAが2004年　　　なっている。hしかしいずれにしても，これらの事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ占

度に501（cX3）組織として本格的に活動するように　　業は，すべて消費者利益に関わるものであり，

なると解消される。しかし同時に，CFAとCFAF　　CFAとCFAドの顧客消費者団体としての性格を

の相違も，かなり曖昧になってしまったのである。　　表している。　　　　　　　　　｛　　　；

なおCFAの主要な事業の一っである消費者会

（4｝CFAの事業　　　　　　　　　　　　　　議は，　CFAの会員である消費者団体などの代表

CFAとCFAFは，「様式990」において，連邦　　　以外に，連邦議会の議員や連邦規制機関の幹部，

税を非課税とされるべき組織の目的を，前者は　　企業の関係者，そしてさらには外国犬使館の通商

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一黶u消費者のアドポカシーと教育」，後者は「消費者　　　担当職員なども出席する，相対的に専門性の高い
一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　F1　　　　　　　　凸　　　　　　肚　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　‘　F

教育」凸ど，それぞれ簡単に記している』またCFA　　会議である。．．し左がマて量れ匿，、会員以外にも開

。は，『ｱれらの目的を達成するため1ご，以下の事業　　　かれてい．る［が，．．動員参加者数を誇るような大衆大

を実施していると報告している。　　　　　　　　　会セはない。ちなみに筆者が出席した2003年度の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

十　　　　　　　　　1　｛

ﾁ費者会議では，出席者は250名程度であった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】@「研究とネットワーキングー連合を形成して　　　また例年，消費者会議の後には．州・地方資源セ

括動するヒ老によって，様々な問題にっいて，　　ンターを中心に，会員のみを対象とじた，地方消

・　消費者の利益を追求して促進する。∫　　　　　　費者団体の育成のための会議も開催される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

『②「金融サービスや公益事業など様々な消費者　　　’　…　　　　　　一　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、一　　＿　　月一一　一→　　　司ゴ　＾　－H　嚇，．r、西一月一西＿　　→騨一　゜r　　　　　　　圃＿」　＿．
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　τ冒
E一 竭閧ﾉっいての会議やフォ』ラム。消費者門　　　⑤CFAの公聴会における証言．

r＿　　、圏h＿r＿　，ヒ闇．▼　h－　＿．　　　レ＿一。＿＿　　　　　　　　　　　，L酬　．　h　　　　　r一

ダニ付いての消費者会議の開催。」　　　　　　　最懲こ、，・91S　Lld蟹俊fr：タ起基ゴシ、て，　CFA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凸…1

③「ニュースレターと出版。毎年3種類のニュー　　が上下両院のどのような常任委員会の公聴会にお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1Xレターを刊行し，様々な消費者問題にっい　　　いて，どのような問題に関して証言しているのか

．てその他の出版をずる。」　　　　　　　　　　を概観しておきたいポ・一　　　一

CFAは，1970年から2005年の間に，上院の公

また℃FAFは，同様に，以下の事業を実施し　　聴会に295回，下院の公聴会に325回，両院協議会
一　　　　r叩　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　｝r　　　凹　　　旧

ていると報告している。　　　　　　　　　　　　の公聴会に6回の；計626回招致され，証言して
　　　τ黷秩g一甲’げ、，ぜ一r－’一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる。ζり回i輿も　4！pの主要な消輩責団体の中

①「州と地方の消費者組織に対する助成。」　　　　では2位である。　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噸

②「消費者を教育し，様々な問題にっき消費者　　　表二5曝，CFAが公聴会に招致され，証言し

に情報を提供するため忙，連邦政府やその他　　　た回数を，．両院の常任委員会ぐとに示したもので

の組織にサービスを提供する。」　　　　　　　ある。、　　　、堀　一鵡　　　．．

」一一1 @　　　　　　　　　　　　　　　　　　．この表篇5からも分かるよ．うに，CFAの公聴
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会における証言は，両院とも，、商務関係と金融関　　消費者問題にっいて重要性を持っ消費者団体とし

係の委員会におけるものが，その他のものを圧倒　　　て認識されていることになる。

して多い。またそれらに次ぐのは，両院とも，司　　　　また2002年から2005年の問で，CFAが証言し

法関係の委員会における証言である。これらのこ　　た最近10回の公聴会のタイトルは，新しい順に以

とは，消費者団体を通じた一般的な傾向であり，　　　下の通りである。

これまで検討した3っの消費者団体の中では，と　　　　　　　　　　　　　、

くにCUと共通している。したがってCFAは，　　　①「全米洪水保険事業」

連邦議会から見れば，当然のことながら，本来の　　　②「デジタルテレビへの移行」

、　．　　　　　　　　③「2005年・デジタルテレビ移行法についての

表一5　CFAが証言した公聴会の数 DTVスタッフの検討案」

委員会の毬類　　　回数　　割合 ④「SBCとATTおよびベライゾンとMCIの

f

農業・栄養・森林 21、 7ユ％ 、合併一電話産業の再編成」

歳出 5 1．7％ ⑤「デジタル音楽の互換性と利用性⊥

銀行・住宅・都市問題 71
⑥「コミュニケーション市場の競争一技術はど

商務9科学・運輸 91 30．8％
のように産業構造を変えているか」

エネルギー・ヲ撚資源“ 19 6．4％

環境・公共事業㌦ 6 2．0％
⑦「2005年エネルギー政策法」・，、　　こ

上院 財敬・・ 5 』ユ．7％

」外交　　・ 10 3．4％ ⑨「保険仲買業務に関する監視聴聞一潜在的な

健康・教育・労働・年金 』2．4％ 利益の対立と既存の規制枠組の適切性」

！

国土安全保障・政府 10 ⑩「児童用製品の安全性「現行基準にょる保護

司法 49 16．6％ は十分か」　　1
」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h　　幽

特別委員会 1 0．3％

小計　　　　　　　．2951ioOめ％
これらのタイトルからも分かるように，連邦議

山

　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

_業 19 5．8鳴 　　　　　　　　　　　　　　　　　一
?ﾍ，保険 メディァ；通信，エネルギーなど各

歳出 10 3．1％

引」

予算 17 52％
種の産業をめぐる公共政策に，CFAの一消費者利

教育・労働 1 0．3％ 益に基づく見解を反映させようとしている。また

エネルギー・商務 115 35．4％ 、とくに注目すべきは，②・③・④・⑥p⑦の5っ

金融サービス・ 78 の公聴会において，CUとCFAがともに証言し

呪

政府改革　　　　一 、25 7．7％ ていることである。　　　　　　一

下院 国際関係　　　　． 1 0．3％
最後に，．以上の626回の証言のうち，そのタイ

司法 25 7．7％
トルから両院および各委員会を横断して推測する

科学 6 一　1．8％

中小企漿　　　　1’ 7 ’212％
と，消費者利益に関する証言の回数が610回で9乳4

運輸・社会資本 3 0．9％ ％，それ以外の利益に関する証言の回数が17回で

一

歳入 15 4．6％ 2β％であった。いずれにしても，この数字は，

特別委員会 3 0．9％ ・　　今後，具体的な証言の内容を検討することによっ

ノ」、計　　　　　　　．肌　　　　　　　　　　　　325　　　100．0％ て，厳密化される必要がある。．　　　　　　　　　　　　　　　　　一

経済 ’　↓ 16；7％
一

：両院 その他 ・，5 83．3％ 以上のように本節では，CFA『の歴史とリーダー
一

小計　　　　　　　　　　　6　100．0％ シップを概観した後に，その機構と財政を通じて
一

総計　　　　・　　　　　　　　　　　一　，626
・組織を検討し，事業と公聴会における証言を通じ
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て選好を検討した。こうした検討から明白なよう　　メリカで最古の全国規模の消費者団体であり，様々

に，CFAは，顧客消費者団体と市民消費者団体　　　な製品やサービスをめぐる消費者問題について活

の双方を会員とする連合団体であるが，その設立　　　動する総合団体であり，NPOとしては501（cX3）

の本来の目的に従って．消費者利益の追求を第一　　　組織である。NCLは，殺立当初の世紀転換期・

義的な選好としてきた自したがってCFAは，当　　革新主義期，およびニューディール期には，労働

初から顧客消費者団体であり，今日でもそのもっ　　者利益の追求を選好としていたため，市民消費者

ζも典型的な消費者団体として活動している。そ　　　団体であっな。しかし偉大な社会期に，消費者利

れどころか，CEAは，本来的に政治活動のため　　益の追求を第一義的な選好とするようになり，顧

の消費者団体であるという意味で，アメリ府を代　　　客消費者団体となった。そして規制緩和期を経て，

表する公共利益団体としての消費者団体なのであ　　今日に至るまで、双方の性格を有しながら，基本

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的には後者の性格の強い消費者団体として活動し

ている。またこQNCLの特徴は，消費者利益に

、　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　関するものを中心としながら，労働者利益に関す

おわりに　　　　　　　　　　　　　　　　　　るものも維持しているという，その事業と連邦議

会の公聴会における証言からも伺うことができる。

以上のように本稿では，アメリカの消費者運動　　　第二に，CUは，ニューディール期に設立され

における多様な消費者団体を非営利組織（NPO）　　た世界で最大の消費者団体であり，様々な製品や

という観点から概観するとともに，それらの中で　　　サービスをめぐる消費者問題にっいて活動する総

もとくに主要な4つの消費者団体，すなわち全米　　　合団体であり，NPOとしては501（cX3）組織であ

消費者連盟（NCL），消費者同盟（CU），パブリッ　　る。　CUは，モユーディール期に設立されて以来，

ク・シティズン（PC），アメリカ消章者連合　　偉大な社会期，規制緩和期，そして今日に至るま

（CFA）の組織と選好を，顧客消費者団体と市民　　　で，っねに消費者利益の追求のみを選好としてお

消費者団体の分類を中心に検討してきた。またそ　　　り，アメリカはもちろん世界でもっとも典型的な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

㊥際には，基礎的なデータとして，これらの4っ　　顧客消費者団体として活動している。またこの

の消費者団体が内国歳入庁（IRS）に提出した　　　CUの特徴は，消費者利益に関するものが大部分
「様式990」，およびC工SIndexに掲載されたそれ　　　であるという，その事業と連邦議会の公聴会にお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

らの連邦議会の公聴会での証言データを利用した。　　ける証言からも伺うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

別稿で述べたように，アメリカの消費者運動と　　　第三に，’PCは，偉大な社会期にネーダーによっ

消費者政策の展開は，1890年代から1910年代の世　　　て設立された消費者団体であ・り，様々な製品やサー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

紀転換期・革新主義期，1930年代と40年代のニュ・一　　　ビスをめぐる消費者問題について活動する総合団

ディール期，19qO年代と70年代の偉大な社会期，　　体であり，　NPOとしては501（cX4）組織である。

そして1980年代と90年代の規制緩和期という，・4　　PCは，偉大な社会期に設立された当初は，消費

っの歴史的な時期を経てきた。また本稿で取り上　　　者利益の追求を選好としており，顧客消費者団体

げた4っの消費者団体は，このうち前三者の時期　　　であった。しかしゃがてすぐに，それ以外の利益

に，．それぞれの時期Q時代的な特徴を背負いなが　　　の追求を第一義的な選好とするようになり、規制

ら設立され＃。そこでξれらの今日に至るまでの　　緩和期にもその傾同を強め，今日では，．古しろ市

展開と現状を，顧客消費者団体と市民消費者団体　　　民消費者団体，そしてさらには環境団体や政治改

ると，以下のようになる。　　　　　　　　　　　のこの特徴は，とくに環境や政治改革に関するも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

、，第「に，．適CLに，世紀転換期に設享されたア　　のが大半であるという，その事業からも伺えるd
一
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しかしその一方で，連邦議会の公聴会における証　　影響力という，政治学による消費者団体の研究ゴ

言にっいては，PC　4）顧客消費者団体としての姓　　　あるいは公共利益団体め研究の本来的な関心に立

格も示している。　　　　　　　　　　　　　　　ち戻る必要があると考えている。

第四に，－CFAは，偉大な社会期に消費者利益　　　　　　　　　　　　　　　　噌

　　甘’の代表のために設立された消費者団体であり，様々　　　〈注〉

な消費者団体を会員どずる連合団体であり，NPO　　　1　以下の議論については、井上拓也「消費者消費

としては2GO2年までは501（cX4）組織で，2003年以　　　・者団体，消費者政治（1）・（2）」（『茨城犬学人文学

降は50ユ（c）（3）組織である。CFAは，偉大な社会期　　　部紀要・社会科学論集∫40号，2dO4年，17－32頁，

1ビ設立されで以来，二規制緩和期，そして今白に至　　　　41号2005年，・89－103貢〉を参照されたい。

るまで，っねに消費者利益の追求を第一義的な選　　　2　この4つの消費者団体は，アメリカで消費者運動

好としており，CUと同様典型的な顧客消費者　　　が発展した3っの時期の特徴を背負いながら設立さ
団体として活動している。‘またこのCFAの特徴　　　れた。その経緯については，井上拓也「アメリカに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

は‘消費者利益に関するもめが大半であるといつジ　　　おける消費者団体の歴史的発展」（r茨城大学人文学

そあ事業と連邦議会の公聴会におげる証言からも　　　部紀要・社会科学論集』42号，2005年，89－103頁）

伺うごとができるb　l〆　　；　・一　　　一一　　　を参照されたい。

このように，』以上の4っの消費者団体め展開と　　　3R。bertαHemm　and　Robert瓦論yer，・町∫S．

現状は，顧客消費者団体と市民消費者団体の分類　　　℃ojsumer　M。vement：正hst。【y　a皿d　Dyna血ics”，・

を中心に見そみると，それぞれ特徴的なもめとなっ　　　3tephen　Bmbeck　ed．　E鰐6妙84如げ伽伽傭げ

　　　　　　　　　　　　　　　　「Lﾄいる6すなわち，cuとc蚕Aが設立当初ふら　　　物8耀鳩19％P．584　　　　　．1

一貫しで顧客消費者団体であるのに対して，NCL　　通玉Steven　Otも丁陀1物勧紹げ伽1脚頑‘S鋤γ，

は市民消費者団体から顧客消費者団体への変化し，　　　1200Lr、a　　　　　　　・

PC’ ﾍ顧客消費者薗体から市民消費者団体ないし　　　5’A｝e】ds　de　Tbcquevil1島注）伽o磁α伽繍敵グ

総合的な公共利益団体ぺと変化したことになる。　　　　200α頭18｛M8a　　　　　　　　　　旨

　　　　　　　　　　暫　　　　　　一ﾆのように消費者団体が，顧客消費者団体と市　　6しNP頒鍍と消費者団体の関係にういては，井上拓

民消費者団体め簡で変化する場合も，変化しない　　　也「アメリカの消費者団体と非営利（NPO）組織」

場合も，消費者団体の執行蔀，および顧客消費者　　　　（『生活協同組合研究』B56号ボ2005年，40－45頁）

と市民消費者という宮っの支持者の間では，微妙　　　を参照されたい。　　　　　　　　　　　・

な組織内相互作用が展開ざれている。そして筆者　　　7・‘ARth。ny．Mancus偶勘冊如」轍α1伽鋼頃fαい

は，別稿で述べたように，’この消費者団体と消費　　　伽識儂，6th．　ed，2004．　　『1
b　　　　　　　　　　　　　　，

ﾒめ関係を；一種のラ剛シシパル・エニジゴシト　　　8　主要な消費者団体は、』以下の事典や団体録に掲載

麟どして提えられ祉考えている．しカ・椀の　　されたも嘩中心に選んだ．St・ph・・B・・bec瓦丁距・

相互作用が，ボ稿そ重視じた凝0制度を初めと　　ρ蜘伽α聡瞬げ』伽朗館R吻痂お亡必血

する社会制嵐あるいはそゐ他の経済鋼度や政治　　　εo既肉199Gl　S　Brobedζe¢⑫鷹199デl　Lore6

制度という，組織外6制度に規定されながら展開　　　　Bykerk　and　Ar由th　MIme弘α3（加ε励8〃漉鳩’

されると考えている。　 @　－　　　　1、　臥　　　　’（｝σゆε∫廊’ゴ’解’∫α肥’P腰娩1995；Jehh苗er　Ml症giot｛盆

一したがっで次稿以降では訴NC動Cむ，・－PC，　CFA　　　1記，　P劾磁勤画観P頑妬，2001．功0匿2001「

の4づめ消費者団体1ζ対する聞き取り謁査を踏ま　　　・9ただし5d1る）（4）組織の・「様式990」は入…手しにくく，

えながら，こめ組識内相互作用の展開，一あるいは　　　胃全米納税者同盟の収支は2004年度のものであり，ま

選好が形成される過程を明らかにしでも・きたい。：　　　たUS．　PIRGのものは入手でぎなかった。

そし宅その上で‘消費者団体め公共政策に対する　　16Erma壼．舳gevin6，管層a百。認℃o油血ers　Le翁gue”，
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